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公
害
は
、
侵
害
行
為
の
態
様
が
継
続
的
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
法
的
救
済
と
し
て
も
、
す
で
に
生
じ
た
損

害
の
填
補
（
損
害
賠
償
）
と
な
ら
ん
で
、
現
在
為
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
為
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
侵
害
を
停
止
・
排
除
・
予

１

防
す
る
こ
と
が
、
最
も
端
的
な
救
済
方
法
で
あ
る
。

差
止
が
公
害
の
有
効
な
救
済
と
し
て
も
、
い
か
な
る
法
的
根
拠
に
基
づ
き
差
止
請
求
を
認
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
か
か
る
差
止

請
求
権
と
し
て
、
民
法
上
伝
統
的
に
承
認
さ
れ
て
来
た
の
が
物
権
的
請
求
権
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
害
の
被
害
は
、
快
適
な
生
活
、

精
神
的
な
平
穏
、
健
康
、
身
体
、
生
命
な
ど
の
人
格
的
利
益
の
侵
害
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
農
漁
業
、
土
地
、
建

物
の
有
形
的
物
的
な
損
害
を
怠
起
す
る
場
合
も
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
格
権
を
根
拠
と
す
る
差
止
請
求
が
主
張
さ
れ
、
さ
ら

に
は
、
権
利
概
念
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
保
護
に
値
す
る
利
益
の
侵
害
が
あ
れ
ば
差
止
を
請
求
し
う
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ

て
来
た
。

差
止
請
求
権
と
し
て
、
い
ず
れ
の
栂
成
を
採
ろ
う
と
も
、
公
害
の
被
害
が
幡
微
な
も
の
か
ら
重
大
な
も
の
に
至
る
多
様
性
を
有

し
、
ま
た
侵
害
行
為
も
事
業
活
動
と
い
う
許
容
さ
れ
た
行
為
に
起
因
す
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
適
用
に
あ
っ
て
は
、
受
忍
限
度
論
が

採
ら
れ
、
被
害
者
側
の
事
情
、
加
害
者
側
の
事
情
、
差
止
の
認
否
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
各
当
事
者
へ
の
利
益
、
不
利
益
を
鮫
量
し

て
差
止
請
求
の
認
否
が
決
せ
ら
れ
て
い
ろ
。
そ
こ
で
、
ど
の
様
な
事
情
（
判
断
要
素
）
を
い
か
に
鮫
量
し
て
（
判
断
基
準
）
差
止
を

認
容
し
た
り
否
認
し
た
り
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
問
題
点
を
裁
判
例
の
分
析
、
検
討
を
中
心
に
し
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
し
た
裁
判

例
は
、
昭
和
四
七
年
四
月
頃
ま
で
の
分
で
あ
り
、
と
り
あ
げ
た
公
害
の
範
囲
は
、
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
騒
音
、
擴
動
な
ど
の
典

は
し
が
き
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型
公
害
（
公
書
対
策
基
本
法
二
条
一
項
）
の
ほ
か
、
日
照
妨
害
お
よ
び
観
望
阻
害
を
も
含
め
た
。
な
お
、
差
止
請
求
に
代
る
補
償
の

２

問
題
も
あ
る
が
、
本
稿
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
ろ
。

⑩
水
質
汚
濁

Ｊｕ
甲
府
地
判
昭
和
一
一
一
三
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
、
下
民
九
巻
一
二
号
一
一
五
三
一
一
頁

１
２

（
事
実
）
養
鯉
業
者
Ｘ
は
、
パ
ル
プ
製
造
業
者
Ｙ
Ｙ
の
流
し
た
パ
ル
プ
廃
液
に
よ
り
鯉
を
死
滅
さ
せ
ら
れ
、
営
業
不
能
に
陥
っ

た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
Ｙ
等
に
対
し
、
パ
ル
プ
廃
液
の
放
流
禁
止
を
請
求
し
た
。
（
損
害
賠
償
も
請
求
し
一
部
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
・
流
水
使
用
権
に
基
づ
く
、
パ
ル
プ
廃
液
の
放
流
禁
止
の
請
求
に
つ
い
て
以
下
の
如
く
判
示
し
て
い
ろ
。
「
原

告
は
、
…
…
一
一
一
シ
水
門
水
利
組
合
の
組
合
員
で
は
な
く
、
単
に
事
実
上
荒
川
の
分
流
で
あ
る
天
神
川
の
流
水
を
利
用
し
て
長
年
に
一
日
一

っ
て
養
鮒
業
を
営
ん
で
き
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
他
に
原
告
が
慣
行
に
基
づ
き
荒
川
の
流
水
を
排
他
的
、
独
占
的
に
便

Ｈ
(2)（１）裁

判
例
の
紹
介

終
局
的
差
止

侵
害
の
予
防
・
停
止
・
排
除
の
請
求
権
を
差
止
請
求
権
と
呼
ぶ
。

差
止
請
求
に
代
る
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
公
害
の
私
法
的
研
究
一
五
六
頁
以
下
、
徳
本
「
公
害
の
私
法
的
救
済
ｌ
継
続
的
権

利
侵
害
の
救
済
方
法
－
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
一
一
一
一
号
九
八
頁
以
下
参
照
。
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用
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
的
確
な
証
拠
は
存
し
な
い
」
。

②
騒
音
・
振
動
（
工
場
騒
音
）

②
大
分
地
判
裁
判
年
月
日
不
明
、
新
聞
九
四
四
号
（
大
正
三
年
六
月
一
五
日
）
一
一
八
頁

（
事
実
）
Ｙ
の
隣
接
居
住
者
Ｘ
等
は
、
精
米
業
者
Ｙ
を
相
手
に
ガ
ス
発
動
機
か
ら
の
音
響
震
動
を
理
由
に
、
家
屋
所
有
権
に
基

づ
き
同
発
動
機
の
運
転
停
止
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
棄
却
。
Ｙ
が
、
精
米
所
の
構
造
上
の
不
備
に
よ
り
音
響
渡
動
を
Ｘ
等
に
伝
播
し
て
い
る
の
は
権
利
の
濫
用
で
あ
る
。

し
か
し
、
音
響
霞
動
の
程
度
は
、
Ｘ
等
の
「
住
居
に
堪
え
ざ
る
も
の
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
Ｙ
を
し
て
そ
の
設
徽
を
改
善
さ

せ
れ
ば
、
音
響
震
動
を
減
少
さ
せ
う
る
の
で
十
分
目
的
を
達
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
機
械
の
運
転
を
停
止
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
は
、
必
要
な
限
度
を
超
え
て
い
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
。

③
里
星
逢
判
大
正
九
年
五
月
二
六
日
、
評
論
九
巻
上
民
法
四
九
五
頁

（
事
実
）
Ｙ
ガ
ス
会
社
の
横
浜
市
内
に
お
け
る
ガ
ス
供
給
の
た
め
の
設
備
か
ら
発
す
る
震
動
に
よ
り
Ｘ
は
、
地
上
権
お
よ
び
同

土
地
上
に
あ
る
家
屋
の
所
有
権
を
妨
害
さ
れ
た
と
し
て
Ｙ
を
相
手
に
妨
害
排
除
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
棄
却
。
「
此
悪
影
響
ガ
采
シ
テ
法
律
上
梅
利
ノ
侵
害
ト
云
う
程
度
二
連
ス
ル
ャ
否
ヤ
ハ
諸
般
ノ
事
情
ヲ
参
酌
較
埜
シ

吾
人
ノ
権
利
感
覚
二
訴
ヘ
テ
之
ヲ
決
ス
ベ
ク
、
必
ズ
シ
モ
常
二
其
悪
影
響
ゾ
ノ
モ
ノ
ノ
客
観
的
程
度
ノ
ミ
ヲ
標
準
ト
ス
可
キ
ー
一
非

ズ
」
と
し
、
地
域
性
、
公
共
性
も
較
量
す
べ
き
と
判
示
し
た
。

山
津
地
判
昭
和
一
一
一
一
年
一
一
月
一
一
日
、
下
民
七
巻
一
一
号
三
一
○
一
頁

（
事
実
）
Ｘ
（
公
証
人
）
は
、
隣
地
で
精
麦
業
を
営
む
Ｙ
を
相
手
に
、
家
屋
所
有
権
お
よ
び
生
命
身
体
侵
害
を
理
由
に
、
同
日

没
後
日
出
前
の
輔
麦
機
械
の
迎
転
禁
止
、
。
Ｘ
宅
地
上
を
通
過
す
る
高
圧
線
の
除
去
、
御
防
音
・
防
震
設
備
、
門
防
火
設
備
、
を
請
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⑤
佐
賀
地
判
昭
和
一
一
一
二
年
七
月
二
九
日
、
下
民
八
巻
七
号
一
三
五
五
瓦

（
事
実
）
Ｘ
（
土
地
家
屋
所
有
者
）
沁
（
そ
の
夫
）
は
、
隣
地
で
製
氷
工
場
を
営
む
Ｙ
を
相
手
に
、
音
響
に
よ
り
住
居
の
所
有

権
お
よ
び
占
有
権
を
妨
害
さ
れ
た
と
し
て
、
防
音
工
事
を
な
す
べ
き
こ
と
を
請
求
し
た
（
あ
わ
せ
て
慰
謝
料
各
一
二
万
円
も
請
求

し
、
各
五
万
円
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
。
（
Ｙ
は
本
件
係
属
中
、
騒
音
防
止
の
た
め
の
改
造
を
な
し
た
）
。
福
岡
県
騒
音
防
止
条
例
等
の
定
め
る
騒
音

の
取
締
限
界
を
参
照
の
上
、
騒
音
の
限
度
を
住
宅
地
に
お
い
て
昼
間
六
○
ホ
ン
、
夜
間
四
五
ホ
ン
と
し
、
本
件
の
場
合
に
は
、
改
造

後
は
そ
の
基
準
内
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ら
Ｘ
等
に
お
い
て
、
未
だ
社
会
生
活
上
忍
容
す
べ
き
程
度
を
超
え
て
い
な
い
と
判
旨
し
た
。

⑥
横
浜
地
川
崎
支
判
昭
和
三
八
年
四
月
二
六
日
、
下
民
一
四
巻
四
号
八
一
八
頁

（
事
実
）
Ｘ
（
昼
間
睡
眠
を
と
る
必
要
の
あ
る
警
備
員
）
は
、
製
材
工
場
を
営
む
Ｙ
と
同
工
場
の
所
有
者
、
を
相
手
に
、
騒
音

２

に
よ
る
不
眠
、
不
快
の
た
め
神
経
衰
弱
に
な
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
宅
地
内
に
五
○
ホ
ン
以
上
の
音
量
を
侵
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
請

求
し
た
。
（
慰
謝
料
も
請
求
し
、
一
部
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
。
音
蕊
が
受
忍
限
度
を
超
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
取
締
規
定
、
地
域
性
を
斜
酌
し
、
本
件
地
域
に
お
け
る
平

求
し
た
。
（
慰
謝
料
も
請
求
し
、
そ
れ
は
一
部
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
。
（
Ｙ
は
、
本
件
係
属
中
に
か
な
り
の
費
用
を
投
じ
て
工
場
の
改
造
、
防
火
設
備
を
な
し
、
高
圧
線
を
撤
去

し
、
ま
た
深
夜
の
作
業
を
止
め
た
）
、
こ
れ
ら
の
防
止
設
備
で
十
分
だ
と
は
い
え
な
い
が
、
Ｙ
と
し
て
も
可
及
的
に
そ
の
被
害
を
防

止
す
る
設
備
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
も
こ
の
程
度
で
受
忍
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
口
卿
を
認
め
ず
、
ま
た
Ｈ
に
つ
い
て
も
、
Ｙ

は
現
在
で
は
午
後
八
時
で
作
業
を
止
め
、
ま
た
音
響
も
受
忍
限
度
に
あ
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
（
口
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
に
よ
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ろ
も
の
と
判
断
す
る
」

（
判
旨
）
第
一
審
“
棄
却
。
騒
音
に
よ
る
侵
害
が
ど
の
程
度
に
達
し
た
ら
違
法
性
を
帯
び
る
か
は
両
当
事
者
の
具
体
的
事
情

を
基
礎
と
し
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
決
す
る
と
一
般
論
を
述
べ
た
後
、
名
古
屋
市
の
騒
音
防
止
基
準
等
を
勘
案
し
て
受
忍
限
度
を
五

五
ホ
ン
と
し
、
ま
た
Ｙ
の
防
音
の
た
め
の
改
造
後
は
五
一
’
五
三
ホ
ン
に
減
少
し
て
い
ろ
と
認
定
し
、
「
Ｙ
に
お
い
て
石
工
場
北
側

の
外
壁
を
モ
ル
タ
ル
塗
と
し
た
こ
と
に
よ
り
既
に
そ
の
騒
音
の
程
度
は
原
告
に
お
い
て
受
忍
す
べ
き
限
度
に
ま
で
低
下
し
て
い
ろ
」

と
し
て
差
止
を
認
め
な
か
っ
た
。

控
訴
審
も
棄
却
。
「
当
審
も
、
被
控
訴
人
の
除
害
設
備
投
置
を
求
め
る
請
求
は
、
原
審
と
同
様
の
見
解
に
よ
り
、
結
局
、
失
当
た

～
，
Ｊ
・
學
Ⅱ
ｒ
」
，
，
一
・

均
的
生
活
を
基
準
に
社
会
通
念
に
よ
り
決
す
る
と
一
般
論
を
述
べ
た
後
、
Ｙ
等
の
防
音
の
た
め
の
改
造
後
は
受
忍
限
度
内
で
あ
る
、

と
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
差
止
請
求
の
根
拠
に
つ
い
て
、
「
本
件
音
量
差
止
を
請
求
す
る
根
拠
が
不
法
行
為
を
原
因
と
す
る

か
、
土
地
建
物
の
所
有
権
に
基
づ
く
も
の
か
は
さ
て
お
き
」
、
い
ず
れ
の
論
拠
に
よ
る
も
請
求
は
理
由
が
な
い
と
判
示
し
た
。

Ｊ

の
名
古
屋
地
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
一
一
○
日
、
判
時
一
一
一
九
八
号
四
八
頁
泡
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
一
一
一
日
、
判
時
四
九
九
号

Ｉ

Ｊ
Ｊ

四
○
頁
泡
、
最
判
昭
和
四
一
一
年
一
○
月
一
一
一
一
日
、
判
時
四
九
九
号
一
一
一
九
頁
門

に
Ｅ

（
頭
実
）
Ｘ
（
警
察
官
、
一
日
お
き
に
一
昼
夜
勤
務
の
た
め
非
蕃
の
時
、
昼
間
睡
眠
を
と
る
必
要
か
あ
る
）
は
、
猶
人
の
妻
、
幼

児
一
一
人
と
自
己
所
有
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
が
、
隣
の
製
純
工
場
Ｙ
を
相
手
に
防
音
壁
等
の
設
置
を
請
求
し
た
。
（
慰
謝
料
も
請
求

し
、
一
部
認
容
さ
れ
た
）
。

⑧
佐
賀
地
判
昭
和
四
一
一
年
一
○
月
一
二
日
、
判
時
五
○
二
号
一
一
六
頁

（
調
実
）
Ｘ
（
高
校
教
師
で
自
己
所
有
の
土
地
家
屋
に
居
住
）
は
、
隣
り
の
農
具
製
造
鍛
冶
工
場
Ｙ
を
相
手
に
防
音
設
備
の
設
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『
１
〆

⑲
岐
阜
地
判
昭
和
四
一
一
一
年
五
月
九
日
、
下
民
一
九
巻
五
・
六
号
二
一
一
一
二
頁

●
Ｊ
Ｂ
（
ソ
Ｕ
ｎ
Ｅ
ｕ

（
事
実
）
原
告
は
、
住
宅
地
に
土
地
、
家
屋
を
所
有
す
る
Ｘ
Ｘ
Ｘ
お
よ
び
そ
の
家
族
で
、
全
貝
で
一
七
名
で
あ
る
。
Ｘ
等
は
隣
接

し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ソ
ク
製
造
業
を
営
む
Ｙ
を
相
手
に
、
特
定
の
Ｆ
ブ
ロ
ノ
ク
製
造
機
の
使
用
停
止
と
一
定
音
埜
を
超
え
る
ブ

ロ
ッ
ク
製
造
機
を
新
た
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
Ｘ
の
差
止
請
求
を
認
容
。
騒
音
の
程
度
が
愛
知
県
公
害
防
止
条
例
の
基
準
を
超
え
、
住
宅
の
す
べ
て
の
個
所
で
屡
動

を
感
じ
る
こ
と
、
お
よ
び
調
停
成
立
に
よ
り
解
決
し
た
と
の
信
頼
に
反
し
Ｙ
が
大
型
機
械
を
増
設
し
、
音
響
震
動
を
増
大
さ
せ
た
こ

と
等
の
事
実
に
艦
み
て
、
右
騒
音
は
Ｘ
の
受
忍
限
度
を
超
え
る
の
で
、
土
地
・
家
屋
の
所
有
権
に
基
く
妨
害
排
除
請
求
を
な
し
う
る

と
し
て
、
Ｆ
ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
の
運
転
停
止
を
認
容
し
た
。

ま
た
、
妨
害
予
防
に
つ
い
て
‘
も
、
「
昭
和
四
○
年
一
○
月
下
旬
、
当
時
設
置
さ
れ
て
い
た
別
紙
第
三
目
録
記
城
の
機
械
の
運
転
停

止
の
仮
処
分
を
執
行
さ
れ
る
や
Ｙ
は
之
を
同
第
二
目
録
記
載
の
ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
（
Ｆ
ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
ー
筆
者
註
）
に
取
替
え
て

操
業
を
継
続
し
、
依
然
と
し
て
騒
音
・
震
動
を
発
生
さ
せ
て
Ｘ
の
生
活
を
妨
害
し
て
い
る
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
運
転
が
禁
止
ざ

し
た
。

霞
を
請
求
し
た
。
（
慰
謝
料
も
請
求
し
、
そ
れ
は
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
。
生
活
妨
害
は
人
格
権
ま
た
は
所
有
権
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
根
拠
に
妨
害
排
除
・
予
防
の
論
求
が

出
来
る
が
、
侵
害
が
、
社
会
生
活
上
受
忍
限
度
を
超
え
違
法
で
あ
っ
て
、
差
止
の
許
否
に
よ
る
両
当
事
者
へ
の
利
害
を
比
較
考
量
し

て
決
す
べ
き
で
あ
る
と
一
般
論
を
述
べ
た
後
、
音
趣
を
四
○
ホ
ン
に
す
る
防
音
設
術
は
Ｙ
の
規
模
か
ら
経
済
的
に
み
て
相
当
困
難
で

あ
り
、
し
か
も
そ
の
設
備
を
し
て
窓
を
閉
じ
る
な
ら
ば
、
工
場
内
は
、
と
く
に
夏
に
は
到
底
作
業
が
で
き
な
い
ほ
ど
高
温
に
な
る
の

に
対
し
、
防
音
設
術
を
し
な
い
場
合
の
Ｘ
の
不
利
益
は
裏
の
家
三
断
居
間
の
利
用
価
値
の
低
下
に
よ
る
損
害
に
す
ぎ
な
い
、
と
判
示
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れ
た
場
合
も
更
に
別
の
機
械
に
よ
っ
て
同
様
の
侵
害
を
継
続
す
る
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
五
五

ホ
ン
を
超
え
る
音
響
を
発
生
す
べ
き
ブ
ロ
ッ
ク
製
造
機
の
運
転
を
予
め
禁
止
し
う
る
と
し
た
。

な
お
、
斑
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
の
権
能
が
Ｘ
の
所
有
権
に
基
く
利
用
権
に
従
属
す
る
も
の
で
、
こ
れ
と
別
個
独
立
の

も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
さ
れ
た
。

１
少

』
１

ｍ
名
古
屋
地
判
昭
和
四
一
一
年
九
月
一
一
一
○
日
、
判
ダ
ニ
一
三
号
一
一
一
一
一
七
瓦
い
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
三
年
五
月
一
一
一
一
一
円
、
下
民
一
九
巻
五
・

Ｋ

グ
ー
」

１

Ｊ
１
〆

２
３

六
号
三
一
七
瓜
俳
、
肢
判
昭
和
四
一
一
一
年
一
一
一
月
一
七
日
、
判
時
五
四
四
号
三
八
頁
い

く １
０

（
事
実
）
Ｘ
（
神
職
）
は
、
隣
地
で
板
金
工
場
を
営
む
Ｙ
を
相
手
に
、
Ｘ
居
室
内
中
央
部
に
五
五
ホ
ン
以
上
の
騒
音
が
入
ら
な

い
よ
う
防
音
措
置
を
識
ず
べ
き
こ
と
を
請
求
し
た
。
（
著
述
出
版
業
の
収
入
減
の
鵬
賦
と
慰
謝
料
も
請
求
し
、
得
べ
か
り
し
収
入
の

賠
倹
を
除
き
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
第
一
審
北
認
容
。
原
告
の
受
忍
限
度
を
超
え
た
場
合
違
法
に
な
る
と
し
、
そ
の
受
忍
限
度
の
判
定
は
、
公
法
上
の

基
準
、
侵
害
行
為
の
社
会
的
有
用
性
（
公
共
性
）
、
地
域
性
、
土
地
利
用
開
始
の
先
後
関
係
、
加
害
者
の
防
止
措
置
の
怠
慢
な
ど
を

勘
案
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
具
体
的
に
公
法
上
の
基
準
よ
り
一
○
ホ
ン
減
じ
た
五
五
ホ
ン
を
受
忍
限
度
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
判

示
し
て
、
差
止
請
求
を
認
容
し
た
。
「
被
害
者
の
有
し
た
快
適
で
円
満
な
生
活
を
享
受
す
べ
き
利
益
、
こ
れ
を
生
活
享
受
権
と
も
称

す
べ
き
も
の
が
受
忍
限
度
を
超
え
て
違
法
に
侵
犯
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
違
法
な
生
活
妨
害
を
受
忍
限
度
ま
で
に
差
止
め
る

べ
き
こ
と
を
侵
犯
者
に
要
求
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
あ
た
か
も
物
権
に
お
け
る
物
上
請
求
権
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
の
権
利
、
こ
れ
を
生

活
妨
害
排
除
権
と
称
す
べ
き
も
の
か
、
前
記
の
生
活
享
受
権
か
ら
派
生
流
出
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
民
法
七
○
九
条
は
、
既
に

生
じ
た
損
書
に
つ
い
て
の
賠
償
責
任
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
将
来
も
継
続
す
る
違
法
な
生
活
妨
害
が
存
在
す
る
と
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き
、
そ
の
差
止
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
い
か
な
る
権
利
の
発
生
を
も
否
定
し
て
い
る
趣
旨
だ
と
は
解
さ
れ
な
い
。
民
法
七
○
九
条

は
、
一
回
性
、
一
過
性
の
典
型
的
侵
害
行
為
を
特
に
念
頭
に
お
い
た
原
則
的
規
定
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」

控
訴
審
和
妨
害
排
除
は
物
上
請
求
権
を
根
拠
と
す
べ
き
旨
を
述
べ
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
差
止
の
部
分
を
棄
却
し
た
。

「
本
件
工
場
が
通
常
発
生
す
る
騒
音
は
、
前
記
愛
知
県
告
示
の
規
定
す
る
標
準
値
の
範
囲
内
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

商
業
地
域
に
居
住
す
る
被
控
訴
人
は
、
右
の
程
度
の
騒
音
は
こ
れ
を
忍
容
す
る
義
務
を
負
う
も
の
…
…
」
と
す
る
。

上
告
審
血
上
告
棄
却
。
二
審
認
定
の
事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
一
一
審
判
決
は
違
法
性
は
な
い
旨
判
示
し
た
。

Ｊｕ
大
阪
地
判
昭
和
四
一
一
一
年
五
月
一
一
一
一
日
、
判
タ
一
一
一
一
五
号
一
二
○
頁

Ⅲ

（
事
実
）
Ｘ
は
、
家
庭
用
金
物
製
造
業
を
営
む
Ｙ
に
対
し
、
振
動
、
騒
音
、
煤
煙
の
た
め
生
活
が
妨
害
さ
れ
た
と
し
て
、
右
侵

害
を
防
止
す
る
設
備
の
設
置
と
電
動
打
抜
機
の
使
用
制
限
を
請
求
し
た
。
（
慰
謝
料
も
請
求
し
、
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
棄
却
。
平
穏
で
快
適
な
生
活
を
享
受
す
る
利
扶
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
侵
害
の
度
合
が
強
い
と
そ
れ
に
よ
っ
て

蒙
ろ
精
神
的
苦
痛
は
、
金
銭
賠
償
に
親
し
ま
な
い
性
質
の
も
の
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
生
活
妨
害
の
事
例
で
、
違
法
性
が
著

し
く
強
度
で
か
つ
、
防
止
努
力
が
な
さ
れ
ず
、
ま
た
被
害
者
に
防
止
措
置
を
と
ろ
必
要
は
な
い
旨
公
言
し
て
い
る
耶
梢
が
あ
っ
て
、

将
来
も
そ
の
違
法
状
態
が
反
復
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
白
な
場
合
に
は
、
危
険
の
引
受
の
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
な
い
限

り
不
法
行
為
責
任
の
特
殊
な
効
果
と
し
て
差
止
め
う
る
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
違
法
性
が
著
し
く
斌
大
で
は
な
い
と
し
て
棄
却

さ
れ
た
。③
日
照
妨
害

Ｊ⑫
安
濃
津
地
判
大
正
一
五
年
八
月
一
○
日
、
新
聞
一
一
六
四
八
号
一
一
頁

し
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Ｊ迫
東
京
地
判
昭
和
一
一
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
、
下
民
九
巻
一
一
一
号
四
ｂ
六
頁

Ｉ（
事
実
）
原
告
は
、
借
地
上
に
建
物
を
所
有
し
て
、
こ
こ
に
居
住
し
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
理
容
業
を
営
ん
で
い
ろ
』
隣
地
の
板
塀

に
よ
り
採
光
が
阻
害
さ
れ
た
と
し
て
、
地
上
五
尺
を
こ
え
る
部
分
の
撤
去
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
認
容
。
採
光
妨
害
は
、
原
則
と
し
て
占
有
妨
害
に
な
る
が
、
侵
害
者
に
正
当
理
由
が
あ
れ
ば
、
「
相
隣
関
係
に
基
づ

く
互
譲
の
精
神
」
か
ら
受
忍
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
本
件
の
場
合
、
聯
の
設
置
に
つ
き
正
当
理
由
は
な
く
、
原
告
に
協
議
せ
ず
一
方

的
に
設
置
し
た
り
、
原
告
の
再
一
一
一
の
懇
願
を
拒
絶
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
「
被
告
が
通
常
必
要
と
見
ら
れ
る
以
上
の
高
さ
の
塀
を
建

て
た
の
は
、
原
告
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
も
看
取
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
一
か
ら
受
忍
義
務
は
な
い
、
と
し
て

原
告
の
家
屋
占
有
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
を
認
容
し
た
。

Ｊｕ
札
幌
地
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
五
日
、
判
タ
ー
八
九
号
一
八
○
貝

ｆ

（
事
実
）
Ｘ
（
原
告
・
彼
控
訴
人
）
は
、
隣
接
ピ
ル
の
所
有
者
Ｙ
（
被
告
・
控
森
人
）
の
建
て
た
高
さ
約
八
’
一
○
メ
ー
ト
ル

請
求
を
認
容
し
た
。

（
甑
実
）
Ｙ
は
、
自
己
所
有
の
土
地
を
価
格
の
一
一
倍
以
上
の
値
段
で
買
取
る
こ
と
を
Ｘ
（
病
院
経
営
者
）
に
要
求
し
、
こ
と
わ

ら
れ
た
の
で
、
境
界
線
ぎ
り
ぎ
り
に
、
病
舎
に
平
行
し
て
小
屋
を
建
て
た
。
Ｘ
か
ら
Ｙ
を
相
手
に
、
病
舎
の
採
光
、
通
風
妨
害
を
理

由
に
小
屋
の
除
去
を
請
求
し
た
。
（
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
認
容
さ
れ
た
）
。

（
判
旨
）
認
容
。
本
件
小
屋
を
建
て
た
の
は
病
舎
の
所
有
権
行
使
お
よ
び
業
務
を
妨
害
す
る
故
意
に
出
た
も
の
で
権
利
濫
用
で

あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
世
上
権
利
ノ
濫
用
卜
目
セ
ラ
ル
ヘ
キ
例
多
シ
ト
雌
モ
呼
吸
器
病
及
結
核
病
患
者
ヲ
収
用
ス
ル
病
舎
一
一
接
続
シ

ー
テ
同
思
考
ノ
妓
モ
必
嬰
ト
ス
ル
澗
新
ナ
ル
頚
知
日
光
ノ
遮
断
流
通
ヲ
阻
害
ス
ヘ
キ
設
術
割
為
シ
因
テ
無
蠣
ノ
忠
者
ノ
生
命
二
危
殆
ヲ

及
ホ
サ
シ
メ
タ
ル
事
件
ノ
如
キ
ハ
蓋
シ
稀
ナ
ル
ト
調
フ
ヘ
ク
省
ミ
サ
ル
ノ
甚
タ
シ
キ
モ
ノ
ト
調
フ
ヘ
シ
」
と
判
示
し
小
屋
の
除
去
の
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の
板
塀
に
よ
り
、
自
己
所
有
の
ピ
ル
の
三
階
以
下
の
部
屋
の
通
風
、
採
光
が
阻
害
さ
れ
た
と
し
て
、
妨
害
排
除
を
請
求
し
た
。

．
（
判
旨
）
棄
却
。
形
式
的
に
は
、
通
風
、
採
光
妨
害
は
、
Ｘ
の
本
件
建
物
所
有
権
の
妨
害
に
な
る
が
、
現
実
に
排
除
を
認
め
る

た
め
に
は
、
実
質
的
に
、
侵
害
が
社
会
共
同
生
活
上
忍
容
す
べ
き
程
度
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
ろ
。

そ
し
て
、
具
体
的
に
判
断
し
て
、
①
加
害
の
態
様
Ｉ
本
件
板
塀
は
、
雪
落
し
の
際
の
便
宜
と
隣
接
す
る
Ｘ
の
建
物
か
ら
の
観
望
を

防
止
す
る
目
的
か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
利
益
較
量
Ｉ
Ｘ
の
建
物
と
Ｙ
の
ピ
ル
は
近
隣
し
、
Ｙ
の
ビ
ル
は
老
朽
化
し

て
い
る
の
で
、
本
件
板
塀
を
撤
去
し
て
も
Ｘ
の
プ
ラ
ス
は
さ
ほ
ど
六
で
は
な
い
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｙ
の
受
け
る
不
利
益
も
忍

え
ら
れ
な
い
程
大
で
は
な
い
こ
と
、
③
地
域
性
ｌ
札
幌
の
商
業
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
、
Ｙ
の
ビ
ル
の
存
在
に
な
ん
ら
の
顧
慮
も
は

ら
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
等
を
認
定
し
、
「
以
上
認
定
し
た
諸
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
Ｙ
が
本
件
板
塀
を
設
置
し
た
行
為
は
板
塀
の
形

状
、
大
き
さ
、
材
質
な
ど
の
点
で
妥
当
を
欠
く
き
ら
い
が
あ
り
、
Ｙ
に
責
め
ら
れ
る
べ
き
点
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
…
…
所
有

権
濫
用
の
行
為
と
は
い
え
ず
、
右
板
塀
の
設
置
に
よ
っ
て
Ｘ
の
被
る
不
利
益
は
社
会
共
同
生
活
に
お
い
て
忍
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
程
度
を
超
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
て
い
ろ
。

Ｊ頤
大
阪
高
判
昭
和
四
一
一
年
九
月
一
八
日
、
判
時
五
一
一
一
号
五
四
頁

（
事
実
）
Ｘ
（
原
告
、
控
訴
人
・
被
上
偶
人
）
は
、
隣
地
と
の
境
界
線
い
つ
砿
い
に
建
物
を
建
て
、
階
上
一
一
一
個
の
窓
か
ら
Ｙ

（
被
告
、
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
方
を
見
通
す
こ
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
Ｙ
は
右
家
屋
に
殆
ん
ど
接
着
し
て
木
造
亜
鉛
鉄
板
張
り
の
塀

を
榊
築
し
、
Ｘ
方
の
一
一
階
の
採
光
、
通
風
を
阻
害
し
た
の
で
、
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
窓
の
部
分
に
相
当
す
る
塀
の
切
断
撤
去
を
請
求
し
た
。

第
一
審
（
神
戸
簡
判
昭
三
九
・
九
・
一
一
九
、
谷
口
編
、
判
例
公
害
法
七
○
五
九
頁
）
は
、
Ｙ
の
正
当
理
由
を
認
め
、
Ｙ
に
権
利
濫
用

が
な
い
と
し
て
、
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
控
訴
審
で
請
求
の
趣
旨
を
変
更
し
、
費
用
は
自
己
負
担
で
、
ビ
ニ
ー
ル
製
波
板
に
か

え
る
こ
と
を
請
求
し
て
認
容
さ
れ
た
（
神
戸
地
判
昭
四
○
・
八
・
一
一
、
谷
口
編
、
判
例
公
害
法
七
○
六
四
頁
）
。
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Ｙ
が
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

（
判
旨
）
原
審
支
持
。
「
Ｙ
の
設
置
し
た
右
板
塀
は
、
相
隣
者
と
し
て
築
造
を
許
さ
れ
た
限
度
を
超
え
る
規
模
、
構
造
の
も
の

で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
Ｙ
は
右
板
塀
の
設
置
に
よ
っ
て
本
件
家
屋
の
東
側
か
ら
採
光
通
風
が
遮
断
さ
れ
、
た
め
に
Ｘ
一
家
の
生
活
が

著
し
く
不
快
不
便
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
敢
え
て
こ
れ
を
な
し
た
…
…
」
と
し
、
た
と
え
、
右
板
塀
設
置
が
Ｘ
が
一
一
階

の
窓
に
目
隠
し
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
右
行
為
を
正
当
化
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
Ｘ
か

ら
家
屋
所
有
権
に
基
づ
き
、
採
光
通
風
を
妨
げ
て
い
る
部
分
の
撤
去
を
請
求
し
う
る
と
こ
ろ
、
「
Ｘ
も
亦
Ｙ
に
対
し
右
三
ケ
所
の
窓

に
目
隠
を
付
け
る
べ
き
義
務
を
負
い
、
し
か
も
、
現
況
に
お
い
て
は
Ｙ
の
設
置
し
た
右
板
塀
に
よ
っ
て
準
じ
て
そ
の
目
隠
を
付
け
た

と
同
様
の
状
態
を
生
じ
て
い
ろ
」
こ
と
か
ら
、
Ｙ
が
自
ら
の
費
用
で
Ｙ
の
板
塀
の
上
部
に
不
透
明
な
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
波
板
に
と
り
か

え
て
採
光
を
は
か
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。

Ｊ姐
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
四
日
、
判
時
六
一
一
ハ
号
七
八
頁

に

（
事
実
）
Ｙ
が
Ｘ
居
宅
階
下
東
南
側
の
窓
Ａ
Ｂ
に
接
着
し
て
設
置
し
た
塀
に
よ
っ
て
、
日
照
、
通
風
が
遮
断
さ
れ
、
生
活
権
を

侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
Ｘ
か
ら
Ｙ
を
相
手
に
右
塀
の
撤
去
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
一
部
認
容
（
Ｂ
窓
の
部
分
に
つ
き
認
容
）
。
Ｘ
方
窓
Ａ
Ｂ
か
ら
、
Ｙ
万
を
観
望
で
き
る
の
で
、
Ｘ
は
民
法
二
三
五
条

に
よ
り
目
隠
の
設
置
義
務
が
あ
る
こ
と
、
窓
Ａ
前
面
の
塀
は
日
照
通
風
を
さ
ほ
ど
遮
断
し
て
な
い
が
こ
れ
に
反
し
窓
Ｂ
前
面
の
塀
は

遮
断
の
度
合
が
大
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
窓
に
よ
る
日
照
通
風
の
享
受
は
長
期
に
わ
た
っ
て
な
い
こ
と
、
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、

窓
Ａ
前
面
の
塀
の
撤
去
は
棄
却
、
窓
Ｂ
前
面
の
塀
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
万
の
観
望
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
達
成
に
必
要
な
限
度
を
超

え
、
Ｘ
居
宅
内
へ
の
日
照
、
通
風
を
殆
ん
ど
全
く
遮
断
し
て
い
る
こ
と
、
観
望
を
防
止
し
さ
ら
に
日
照
、
通
風
を
可
能
と
す
る
遮
断

物
の
設
置
が
著
し
く
多
額
の
費
用
を
要
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
加
味
し
て
窓
Ｂ
前
面
の
塀
の
撤
去
を
認
容
し
た
。



肌
止
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

公害と差止舗求権 (安次富哲雄）
⑩
大
気
汚
染

Ｊ灯
広
島
地
判
昭
和
四
六
年
五
月
二
○
日
、
判
タ
ー
一
六
一
一
一
号
一
七
八
頁

Ⅲ

２

（
事
実
）
広
島
県
吉
田
町
（
Ｙ
）
の
ご
み
処
理
場
、
同
県
高
田
郡
衛
生
施
設
管
理
組
合
（
Ｙ
）
の
し
尿
処
理
場
を
建
設
す
る
た

め
、
予
定
地
を
買
収
し
準
備
中
、
こ
の
予
定
地
周
辺
の
居
住
者
一
三
五
名
（
Ｘ
等
）
が
右
処
理
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
に
よ
っ
て
、
大

気
・
水
質
が
汚
染
さ
れ
、
そ
の
結
果
健
康
侵
害
の
お
そ
れ
も
あ
る
と
し
て
、
右
処
理
場
の
建
設
禁
止
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

叩
］

（
判
旨
）
認
容
。
Ｙ
の
し
尿
処
理
施
設
か
ら
の
排
水
に
よ
り
Ｘ
等
が
飲
料
水
と
し
て
使
用
し
て
い
る
井
戸
水
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
か
な
り
確
実
に
予
測
さ
れ
る
こ
と
、
Ｙ
の
ご
み
処
理
場
か
ら
の
い
お
う
酸
化
物
に
よ
り
Ｘ
等
の
作
物
、
人
体
へ
の
損
害
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
被
害
は
施
設
の
老
朽
化
に
伴
っ
て
汚
染
度
も
悪
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
本
来
、
健
康
は
財

産
的
な
補
償
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
命
身
体
に
対
す
る
侵
害
に
対
し
て
は
、
事
前
に
せ
よ
そ
の
侵

害
の
予
防
と
し
て
差
止
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
公
共
性
、
Ｙ
に
害
意
が
な
い
こ
と
、
予
定
地
選
定
等
の

経
純
（
説
得
の
機
会
を
あ
ま
り
持
た
な
か
っ
た
こ
と
、
公
害
防
止
に
対
す
る
計
画
も
な
い
ま
ま
本
件
予
定
地
の
整
地
を
強
行
し
た
こ

と
）
、
代
替
地
が
あ
る
こ
と
、
本
件
仮
処
分
の
認
容
に
よ
り
Ｙ
等
の
受
け
る
損
害
も
住
民
の
苦
情
と
用
地
買
収
費
位
な
も
の
で
住
民

の
生
命
自
体
に
対
す
る
侵
害
と
比
較
す
る
と
問
題
に
な
ら
な
い
と
と
等
も
考
慮
し
て
、
差
止
を
認
め
た
。

ｊ過
大
阪
地
岸
和
田
支
決
昭
和
四
七
年
四
月
一
日
、
判
タ
ー
ー
セ
ー
ハ
号
一
○
六
頁

Ⅲ

（
事
実
）
和
泉
市
（
Ｙ
）
が
、
市
営
の
火
葬
場
建
設
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
、
操
業
に
か
か
ろ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
周
辺
の
居
住

者
三
九
名
（
Ｘ
等
）
が
、
操
業
に
伴
う
悪
臭
・
粉
じ
ん
等
に
よ
る
被
害
を
理
由
と
し
て
、
右
残
工
事
の
続
行
禁
止
と
火
葬
場
の
操
業
禁

口
中
間
的
差
止
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（
判
旨
）
期
限
を
付
し
て
決
定
の
日
か
ら
一
年
間
の
禁
止
を
認
容
。
悪
臭
、
粉
じ
ん
が
完
全
に
防
止
出
来
ろ
と
す
る
確
証
が
な

い
こ
と
、
飲
料
水
に
も
利
用
さ
れ
る
池
に
火
葬
場
の
雨
水
が
流
れ
込
む
こ
と
、
Ｘ
等
の
居
住
す
る
附
近
に
は
ゴ
ミ
処
理
場
、
し
尿
処

理
場
に
よ
る
被
害
が
現
に
あ
り
火
葬
場
が
加
わ
る
と
さ
ら
に
被
害
が
増
加
す
る
こ
と
、
等
を
「
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
Ｘ
等
の
生
命
・

身
体
に
対
す
る
侵
害
が
あ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
」
。
附
近
住
民
と
の
公
害
防
止
措
置
、
公
害
監
視
体
制
、
補
償
措
置
に
つ

い
て
の
事
前
交
渉
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
用
地
選
定
の
安
易
さ
、
代
替
地
の
存
在
、
火
葬
場
に
対
す
る
市
民
の
要
望
も

強
く
、
Ｙ
は
約
二
億
一
○
○
○
万
円
の
建
設
費
を
投
下
し
た
こ
と
、
等
を
考
慮
に
入
れ
て
、
前
記
の
如
く
認
容
し
た
。

⑫
オ
暖
淀
祇

Ｊ⑬
大
津
地
判
昭
和
一
一
一
七
年
九
月
一
○
日
、
下
民
一
一
一
一
巻
九
号
一
八
一
一
一
画

！

（
事
実
）
一
一
一
万
山
に
囲
ま
れ
た
最
奥
部
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
五
○
○
米
な
い
し
一
ハ
五
○
米
下
方
に
申
請
人
ら
が
土
地
建
物

を
所
有
し
居
住
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
申
請
人
Ｙ
（
大
津
市
）
は
全
然
被
覆
や
謹
岸
工
事
の
施
さ
れ
て
い
な
い
素
掘
の
総
容

迅
七
○
○
○
石
の
大
穴
を
掘
り
、
之
に
し
尿
を
投
棄
し
て
蒸
発
と
浸
透
を
ま
っ
て
反
覆
投
棄
を
く
り
か
え
し
、
満
水
に
達
す
る
と

１
４

土
砂
で
埋
立
て
、
さ
ら
に
次
の
穴
を
掘
っ
て
処
理
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
申
請
人
等
（
Ｘ
ｌ
Ｘ
）
は
、
井
戸
水
等
の
汚
染
、
汚
水
の

流
出
の
お
そ
れ
、
悪
臭
、
蝿
な
ど
の
害
虫
の
被
害
を
理
由
に
し
尿
投
棄
作
業
禁
止
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

（
判
旨
）
Ｘ
（
五
○
○
米
の
至
近
距
離
に
住
居
を
有
す
る
者
）
に
つ
い
て
の
み
認
容
。
「
か
か
る
し
尿
処
理
方
法
は
極
め
て
不
潔
か

つ
非
衛
生
的
で
あ
っ
て
、
た
と
え
公
共
団
体
が
公
共
の
た
め
に
す
る
一
時
的
応
急
措
置
で
あ
っ
て
も
、
附
近
住
民
が
土
地
家
屋
を
完
全

に
支
配
し
そ
の
所
有
権
の
円
満
な
内
容
を
実
現
し
て
生
活
し
て
い
る
の
を
不
法
に
妨
害
し
或
は
そ
の
皮
を
与
え
て
ま
で
許
さ
れ
る
も

の
と
は
到
底
い
い
難
く
、
そ
れ
が
一
般
社
会
生
活
上
受
忍
す
べ
き
程
度
を
超
え
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
限
り
被
害
者
に
お
い
て
所
有

権
の
侵
害
あ
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
之
に
基
く
物
上
請
求
権
の
行
使
と
し
て
妨
害
の
排
除
及
び
予
防
措
置
を
請
求
し
得
る
も

水
質
汚
濁
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た
◎

Ｊ、
甲
府
地
判
昭
和
一
一
一
○
年
一
一
月
一
一
日
、
下
民
六
巻
一
一
号
一
一
三
七
九
頁

に（
事
実
）
Ｘ
は
建
物
を
所
有
し
居
宅
兼
事
務
所
と
し
て
使
用
す
る
弁
護
士
で
あ
る
が
、
隣
接
す
る
Ｙ
自
動
車
ポ
ー
ナ
ー
製
作
所
か

ら
の
騒
音
、
じ
ん
あ
い
の
た
め
生
活
が
妨
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
Ｙ
を
相
手
に
、
一
方
の
出
入
口
と
窓
の
閉
鎖
の
仮
処
分
を
申
請
し

と
し
て
却
下
さ
れ
た
。

Ｊ加
福
井
地
判
昭
和
一
一
五
年
一
○
月
一
八
日
、
下
民
一
巻
一
○
号
一
六
一
ハ
一
一
一
頁

し（
事
実
）
建
物
を
所
有
し
そ
れ
に
居
住
す
る
Ｘ
は
、
隣
接
す
る
機
織
工
場
を
営
む
Ｙ
を
相
手
に
、
支
配
権
・
身
体
権
・
財
産
権

に
基
づ
き
境
界
に
防
音
壁
の
設
置
の
仮
処
分
申
請
を
し
た
。

（
判
旨
）
却
下
。
「
音
響
歴
動
等
の
伝
播
が
社
会
協
同
生
活
上
普
通
と
さ
れ
る
程
度
以
上
の
も
の
で
近
隣
居
住
者
の
生
活
が
堪

え
難
い
域
に
達
す
れ
ば
、
其
梅
利
行
使
は
権
利
の
濫
用
と
な
り
、
相
手
方
は
所
宥
権
其
他
の
権
利
に
基
づ
き
該
妨
害
の
除
去
又
は
こ

れ
が
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
未
だ
、
Ｘ
の
生
活
に
堪
え
難
い
程
度
に
ま
で
達
し
て
い
な
い

す
る
。

の
と
解
す
ろ
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
、
具
体
的
に
次
の
三
点
を
考
慮
し
て
受
忍
限
度
を
こ
え
ろ
と
判
断
し
、
妨
害
の
予
防
と
し

て
し
尿
投
棄
の
禁
止
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
悪
臭
、
害
虫
は
第
二
第
三
の
穴
に
し
尿
投
棄
さ
れ
ろ
と
そ
の
害
が
増
大
す
る
こ
と
、

し
尿
投
棄
を
続
け
ろ
と
し
尿
の
地
下
浸
透
に
よ
る
井
戸
水
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
南
側
の
土
堤
が
大
雨
に

よ
る
脆
弱
化
と
し
尿
増
加
で
一
部
決
潰
の
お
そ
れ
が
な
く
は
な
く
、
そ
う
な
る
と
不
衛
生
、
不
潔
感
、
井
戸
水
汚
染
の
危
険
が
増
大

(3)

㈹
工
場
騒
音

騒
音
・
摂
動
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（
判
旨
）
一
部
認
容
（
「
常
時
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
」
）
。
地
域
性
を
論
じ
た
後
、
被
害
の
程
度
に
つ
い
て
、
「
弁
謹
士
の

業
務
或
は
家
庭
生
活
の
享
楽
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
が
毎
日
の
連
続
は
も
は
や
一
般
的
に
見
て
Ｘ
の
受
忍
の
限
界
を
超

え
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｙ
は
防
音
設
備
を
施
し
、
Ｘ
方
に
対
す
る
影
響
を
最
少
限
度
に
止
む
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
措
置
を
せ
ず
に
操
業
を
継
続
す
る
の
は
正
当
な
権
利
行
使
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
Ｘ
の
建
物
所
有
権
を
侵
害
し
て
い
る
も

の
と
解
さ
れ
ろ
。
ま
た
出
入
口
お
よ
び
窓
は
、
非
常
口
ま
た
は
換
気
の
必
要
上
、
閉
鎖
は
不
適
当
と
し
、
「
常
時
開
放
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
の
限
度
で
差
止
請
求
を
認
め
た
。

Ｊ

Ｊ１

亜
大
阪
地
決
昭
和
一
一
一
○
年
四
月
五
日
、
下
民
六
巻
四
号
六
三
一
頁
牙
、
大
阪
高
決
昭
和
一
一
一
○
年
八
月
一
一
一
一
日
、
大
野
文
雄
等
・
判
例
公
害

ｆ
Ｊ２

Ⅲ ２

．
私
書
排
除
賠
償
法
一
ハ
ー
ー
頁
匪⑫

１
ｍ
』

（
事
実
）
映
画
館
の
建
設
に
際
し
被
申
請
人
（
注
文
主
Ｙ
、
工
事
施
行
者
Ｙ
）
が
地
下
一
一
十
数
尺
に
達
す
る
シ
ー
ト
パ
イ
ル
打

込
作
業
と
地
下
約
一
一
一
一
尺
に
達
す
る
堀
さ
く
作
業
を
な
し
た
が
、
そ
の
振
動
と
地
下
水
流
出
の
た
め
地
盤
が
沈
下
し
、
申
請
人
等

１
１

（
Ｘ
ｌ
Ｘ
）
は
、
右
工
事
続
行
禁
止
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

１
，

１
＄
ご

（
判
旨
）
Ｘ
Ｘ
に
つ
い
て
の
み
認
容
。
Ｘ
Ｘ
の
被
害
の
正
大
性
（
家
屋
の
階
下
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
に
大
き
な
亀
裂
を
生
じ
、
家

屋
全
体
が
一
尺
傾
斜
し
、
居
住
す
る
こ
と
は
生
命
・
身
体
に
危
険
の
お
よ
ぶ
お
そ
れ
が
あ
り
、
営
業
は
困
難
と
な
っ
た
と
認
定
）
、

１
２

Ｙ
側
が
事
前
の
補
償
交
渉
に
誠
意
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
Ｙ
の
加
害
行
為
に
は
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
Ｘ
に
つ
い
て
は
、

社
会
生
活
上
到
底
本
件
工
事
の
施
行
を
忍
ぶ
に
堪
え
な
い
程
度
に
達
し
て
い
る
と
す
る
。

１

さ
ら
に
、
Ｘ
の
家
屋
損
傷
を
も
た
ら
し
た
主
た
る
原
因
で
あ
る
シ
ー
ト
パ
イ
ル
打
込
作
業
、
地
下
梱
さ
く
作
業
は
既
に
終
了
し
、

家
屋
の
倒
壊
予
防
措
置
等
も
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
の
に
、
続
行
禁
止
を
認
容
す
る
理
由
は
、
「
工
事
の
続
行
に
よ
る
被
害
の
増
大

な

〔22〕(ﾛ)と

建
設
工
事
騒
音
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容
認
し
難
い
」
と
す
る
。

１
２

結
局
、
Ｘ
Ｘ
の
家
屋
』

し
た
。
し
か
し
、
三
○
（

結
局
、
Ｘ
Ｘ
の
家
屋
に
傾
斜
損
傷
を
招
来
し
将
来
も
そ
の
危
険
を
お
び
る
も
の
と
通
常
考
え
ら
れ
る
エ
事
区
域
部
分
に
限
り
認
容

１
２

し
た
。
し
か
し
、
一
一
一
○
○
万
円
の
仮
処
分
解
放
金
額
を
も
同
時
に
定
め
た
。

＃
１

Ｊ２

な
お
、
Ｘ
ｌ
Ｘ
は
抗
告
し
た
が
ｚ
は
、
一
審
決
定
を
支
持
し
た
。

２ｆ

Ｊ羽
広
島
地
決
昭
和
一
一
一
六
年
四
月
一
○
日
、
下
民
一
一
一
巻
四
号
七
五
八
頁

Ⅲ

（
事
実
）
Ｘ
（
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
）
の
居
住
兼
事
務
所
に
近
接
し
て
Ｙ
（
注
文
主
、
、
請
負
人
蝿
）
が
地
上
八
階

地
下
一
階
の
エ
事
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
工
事
の
騒
音
、
震
動
を
理
由
に
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
対
し
、
建
物
所
有
権
等
に
基
づ
く
工

事
差
止
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

（
判
旨
）
却
下
・
「
企
業
活
動
そ
の
他
に
基
づ
き
不
法
行
為
と
目
す
べ
き
騒
音
、
震
動
等
の
近
隣
へ
の
伝
播
が
存
在
す
る
と
し

て
も
、
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
た
だ
ち
に
そ
の
差
止
を
認
む
く
き
も
の
で
は
な
く
、
被
害
者
側
の
当
該
侵
害
の
停
止
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
蒙
ろ
損
害
と
侵
害
者
側
の
右
行
為
の
停
止
に
よ
り
忍
ぶ
べ
き
犠
牲
と
を
彼
此
対
照
し
、
こ
こ
に
画
さ
れ
る
限
度
を
超

え
た
侵
害
に
対
し
て
は
じ
め
て
そ
の
排
除
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
、
本
件
に
つ
き
、
今
工
事
を

が
絶
無
で
あ
る
こ
と
を
認
め
得
る
的
確
な
資
料
な
き
の
み
な
ら
ず
現
に
本
件
工
事
が
一
体
と
し
て
一
連
の
作
業
を
以
て
進
行
し
て
い

る
以
上
妨
害
乃
至
妨
害
の
危
険
性
は
依
然
継
続
し
て
い
る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
シ
ー
ト
パ
ィ
ル
打
込
作
業

中
す
で
に
異
議
を
述
べ
、
仮
処
分
申
請
も
し
た
り
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
Ｙ
側
は
か
か
る
違
法
工
事
を
継
続
敢
行
し
、
他
方
Ｘ
側
に
お

い
て
は
、
「
か
か
る
一
連
の
違
法
工
事
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
極
度
の
不
安
状
態
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
将
来
も
エ
事
が
続
行

ざ
れ
建
物
の
竣
工
す
る
ま
で
隣
人
と
し
て
拱
手
傍
観
す
る
の
外
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
到
底
吾
人
の
社
会
的
法
感
情
に
訴
え
て
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、
０
ノ

弱
東
京
地
判
昭
和
四
一
一
一
年
九
月
一
○
日
、
判
タ
一
一
一
一
七
号
八
九
頁

グ
ー
」

１
Ｌ
山
、
》

ｏ
釦
１
人

（
事
実
）
Ｘ
，
〃
、
Ｘ
（
そ
れ
ぞ
れ
建
物
所
有
者
、
居
住
者
で
あ
る
。
た
だ
し
Ｘ
は
Ｘ
所
有
建
物
の
同
居
人
）
は
、
隣
地
に
境
界
線
よ

⑪
△

ｈ
／
四
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
お
い
て
鉄
筋
四
階
建
ア
パ
ー
ト
を
建
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
Ｙ
（
所
有
者
）
Ｙ
（
請
負
人
）
を
相
手
に
、

日
照
通
風
妨
害
を
理
由
に
、
右
ピ
ル
四
階
北
側
部
分
の
エ
事
差
止
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

が
害
さ
れ
、
ま
た
病

③
日
照
妨
害

円
生
活
騒
音

Ｊ型
高
岡
簡
決
昭
和
四
五
年
一
○
月
一
日
、
判
タ
一
一
一
一
五
号
一
一
○
一
一
一
頁

し

（
事
実
）
大
学
受
験
生
の
長
男
、
妻
と
同
居
し
て
い
る
Ｘ
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
）
は
、
隣
接
す
る
Ｙ
寺
院
の
朝
夕
打
ち
鳴
ら

さ
れ
る
梵
鐘
の
た
め
安
眠
を
妨
害
さ
れ
、
家
族
に
病
人
が
出
た
り
、
長
男
の
大
学
受
験
が
不
能
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
理
由

で
、
Ｙ
を
相
手
に
右
梵
錨
の
撤
錨
禁
止
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

（
判
旨
）
却
下
。
本
件
梵
鋪
は
由
緒
あ
る
も
の
で
高
岡
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
永
年
慣
行
と
し
て
、
朝
七
時
と
夕
六
時
の

定
刻
に
時
を
つ
げ
る
た
め
一
分
間
内
外
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
音
響
の
程
度
は
八
八
ホ
ン
で
、
音
色
は
荘
厳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ

が
Ｙ
寺
院
に
対
し
他
宗
派
攻
撃
ま
た
は
悪
感
情
な
ど
の
格
別
の
原
因
を
も
た
な
い
限
り
、
こ
の
音
響
に
よ
り
Ｘ
の
家
庭
生
活
の
安
全

が
害
さ
れ
、
ま
た
病
気
お
よ
び
長
男
の
大
学
受
験
不
能
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
毛
頭
考
え
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

差
止
め
る
の
で
な
け
れ
ば
Ｘ
の
生
活
を
破
壊
す
る
よ
う
な
強
度
の
侵
害
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
近
隣
者
は
和
解
し
て
い
る
こ
と
、
Ｙ

等
は
本
件
工
事
の
た
め
巨
額
の
投
資
を
し
、
ま
た
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
騒
音
、
震
動
を
完
全
に
防
止
す
る
に
は
工
事
そ
の
も

の
を
廃
絶
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
、
騒
音
震
動
は
遅
く
と
も
四
ケ
月
以
内
に
終
る
こ
と
、
の
諸
事
情
を
判
断
し
仮
処
分
申
請
を
却
下
し

た
０
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（
判
旨
）
却
下
。
日
照
通
風
妨
害
が
諸
般
の
事
情
か
ら
し
て
被
害
者
の
受
忍
限
度
を
超
え
ろ
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
違
法
な

生
活
妨
害
と
し
て
不
法
行
為
を
構
成
し
、
ま
た
そ
の
妨
害
の
受
忍
限
度
を
著
し
く
超
え
、
金
銭
賠
償
を
も
っ
て
し
て
は
救
済
で
き
な

い
段
階
に
至
る
と
不
法
行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
ろ
。
こ
の
こ
と
は
妨
害
予
防
に
つ
い
て
も
異
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
受
忍
限
度
を
具
体
的
に
判
断
し
、
申
請
を
却
下
し
た
。
す
な
わ
ち
地
域
性
Ｉ
本
件
は
現
在
高
層
化
の
進
み
つ
つ
あ
る
住

宅
地
域
、
加
害
行
為
の
態
様
と
こ
れ
に
対
す
る
評
価
ｌ
本
件
ア
パ
ー
ト
建
築
行
為
は
法
的
保
護
に
値
す
る
通
常
の
社
会
的
価
値
を
も

つ
こ
と
、
利
益
考
量
ｌ
申
請
ど
う
り
認
め
て
も
Ｘ
等
の
日
照
は
さ
ほ
ど
改
善
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
反
し
Ｙ
の
受
け
る
損
害
は
大
で
あ
る

こ
と
、
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
。

羽
墓
泉
地
判
昭
和
四
四
年
七
月
一
○
日
、
下
民
一
一
○
巻
七
・
八
号
四
六
四
頁

Ⅲ

（
事
実
）
五
階
建
、
通
称
高
輪
ハ
イ
ツ
に
居
住
す
る
一
一
一
九
名
と
附
近
の
一
一
階
建
住
宅
に
住
む
一
一
一
名
（
Ｘ
等
）
が
、
約
一
一
○
米
へ

だ
て
て
九
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
（
高
さ
一
一
五
米
）
を
建
築
中
の
不
動
産
会
社
（
Ｙ
）
を
相
手
ど
り
、
地
上
一
四
・
八
米
以
上
の
建
築
工

事
を
差
止
め
ろ
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

（
判
旨
）
却
下
・
地
域
性
Ｉ
「
首
都
に
お
け
る
交
通
の
要
所
品
川
駅
間
近
に
あ
っ
て
現
に
建
築
高
層
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
状
況

」
に
あ
る
。
Ｙ
に
害
意
は
な
く
、
建
築
基
準
法
に
も
適
合
し
、
ま
た
基
礎
工
事
施
エ
に
あ
た
っ
て
は
Ｙ
は
被
害
防
止
に
配
慮
を
払
っ

た
。
仮
執
行
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
る
Ｘ
等
の
損
害
に
比
し
認
容
し
た
場
合
の
Ｙ
の
象
ろ
損
害
が
大
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
に
加
え

・
て
、
生
活
様
式
の
変
化
、
科
学
の
発
達
に
よ
る
代
替
手
段
の
開
発
に
よ
り
日
照
を
享
受
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
損
害
を
相
当
程
度
緩

和
回
避
で
き
る
こ
と
、
公
園
緑
地
の
設
置
等
に
よ
る
都
市
の
近
代
化
が
国
、
地
方
公
共
団
体
の
主
要
政
策
で
あ
る
こ
と
、
を
考
慮
す

れ
ば
、
右
エ
事
を
差
止
め
る
べ
き
程
に
著
し
く
Ｘ
等
の
受
忍
限
度
を
超
え
て
い
な
い
。

Ｊ７⑫
神
戸
地
伊
丹
支
判
昭
和
四
五
年
二
年
五
日
、
判
夕
一
一
四
一
一
一
号
一
七
二
頁
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ら
の
の
ぞ
き
見
、

活
環
境
の
悪
化
。

２

（
判
旨
）
Ｘ
等
の
申
請
（
他
は
略
）
を
認
容
。
「
社
会
通
念
上
の
忍
容
の
限
度
学
毎
超
え
他
の
住
宅
環
境
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
権
利
行
使
は
違
法
と
な
り
そ
の
程
度
が
金
銭
賠
償
に
よ
っ
て
救
済
し
が
た
い
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
の
差
止
を
求
め
る
こ
と
が

出
来
ろ
」
と
理
論
的
根
拠
を
示
し
、
ま
た
差
止
の
法
的
根
拠
は
土
地
の
利
用
権
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
構
成
す
べ
き
と
す
る
。

２

次
に
差
止
請
求
の
存
否
を
判
定
す
る
に
あ
た
り
、
Ｘ
等
の
被
害
の
実
情
、
地
域
的
特
性
、
Ｙ
側
の
事
情
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討

の
た
め
で
あ
る
。
Ｘ
」

こ
と
の
疎
明
は
な
い
。

地
域
的
特
性
－
住
宅
専
用
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
ろ
。
本
件
土
地
近
辺
に
は
前
記
特
約
に
よ
り
一
一
階
建
以
下
の
個
人
住
宅
が
建
っ

て
い
る
。
本
件
住
宅
地
は
都
市
化
の
傾
向
は
な
い
。

１

Ｙ
側
の
事
情
ｌ
Ｘ
と
の
関
係
で
は
、
特
約
に
よ
り
本
件
マ
ン
シ
ョ
の
建
築
は
許
さ
れ
て
な
い
。
本
件
建
築
は
も
っ
ぱ
ら
利
潤
追
及

１

の
た
め
で
あ
る
。
Ｘ
か
ら
代
替
地
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
差
止
に
よ
り
Ｙ
側
に
回
復
し
が
た
い
損
害
が
発
生
す
る

を
加
え
て
い
ろ
。

Ｊ
１

（
事
実
）
Ａ
は
Ｘ
か
ら
ア
パ
ー
ト
ま
た
は
一
二
階
建
以
上
の
建
物
を
建
築
し
な
い
と
い
う
特
約
の
付
さ
れ
た
分
譲
地
の
一
区
画
を

ｙ

買
い
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ａ
は
そ
の
娘
Ｙ
名
義
で
一
二
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
Ｘ
は
右
特
約
違
反
を
理
由

８
５

に
、
附
近
の
住
民
Ｘ
ｌ
Ｘ
は
、
日
照
。
通
風
妨
害
に
よ
る
人
格
権
侵
害
を
理
由
に
そ
れ
ぞ
れ
Ｙ
を
相
手
に
建
築
工
事
禁
止
の
仮
処
分

に
、
附
近
の
拝

を
申
請
し
た
。

被
害
の
実
情
ｌ
午
前
一
時
か
ら
一
一
一
時
ま
で
日
照
妨
害
（
遥
漣
）
、
建
物
に
よ
る
圧
迫
感
（
鞄
麺
斑
斑
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
入
居
者
か

の
の
ぞ
き
見
、
入
居
者
が
多
い
の
で
騒
々
し
い
、
地
盤
の
耐
荷
力
が
劣
っ
て
い
る
の
で
近
辺
住
民
に
危
機
感
を
与
え
る
こ
と
、
生
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（
判
旨
）
却
下
。
「
思
う
に
、
我
々
は
太
陽
や
空
気
の
恵
み
を
受
け
、
日
光
・
通
風
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
自
然
的
資
源
と
し
て

生
活
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
住
宅
に
於
け
る
日
照
、
通
風
の
確
保
は
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
須
の
生
活

利
益
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
益
は
法
的
に
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
利
益
を
他
人
か
ら
阻
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、

侵
害
の
態
様
、
当
該
地
域
の
環
境
、
当
事
者
双
方
の
利
害
そ
の
他
諸
般
の
事
情
に
照
ら
し
て
そ
の
程
度
が
社
会
通
念
上
受
忍
す
べ
き

限
度
を
超
え
て
い
ろ
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
加
害
者
に
対
し
て
妨
害
の
排
除
を
請
求
し
得
る
べ
き
も
の
と
解
せ
ら
れ
ろ
」
と
判
示

処
分
を
申
請
し
た
。

１
２

（
判
旨
）
却
下
。
被
害
の
程
度
Ｉ
Ｘ
は
冬
至
に
お
い
て
午
後
二
時
以
降
、
Ｘ
』

午
ま
で
日
照
を
阻
害
さ
れ
ろ
。
Ｙ
側
の
事
怖
ｌ
用
地
選
定
に
も
合
理
的
理
由
が
あ
デ

ろ
。
以
上
を
総
合
し
て
、
著
し
く
Ｘ
等
の
受
忍
限
度
を
超
え
て
な
い
と
し
て
、
却
一

Ｊ羽
横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
八
日
、
判
時
六
一
一
○
号
二
八
頁

し

（
事
実
）
中
学
校
校
舎
建
築
に
よ
り
、
日
照
、
通
風
を
阻
害
さ
れ
る
と
し
て
、

し
た
。

２
５

以
上
の
よ
う
に
検
討
し
、
Ｘ
０
ｉ
Ｘ
の
被
害
は
重
大
で
は
な
い
が
、
特
約
の
存
在
、
住
宅
環
境
の
現
状
、
を
考
慮
し
て
、
本
件
マ
ン

２
５

シ
ョ
ン
建
築
行
為
は
Ｘ
ｌ
Ｘ
に
お
い
て
忍
容
す
べ
き
限
界
を
超
え
る
権
利
行
使
と
し
て
違
法
で
あ
ｈ
〃
、
金
銭
賠
償
を
も
っ
て
償
い
が

た
い
段
階
に
あ
る
も
の
と
解
す
る
。

１
ジ

配
新
潟
地
高
田
支
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
八
日
、
判
時
六
○
七
号
六
九
頁

〆
し

（
事
実
）
麺
（
家
屋
所
有
者
）
、
亜
砥
（
借
家
人
）
が
南
側
境
界
線
か
ら
一
一
米
離
れ
て
四
階
建
の
病
院
を
建
築
し
よ
う
と
し
て
い

る
Ｙ
に
対
し
、
日
照
通
風
肪
書
等
を
理
由
に
、
境
界
線
よ
り
一
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
線
よ
り
北
側
で
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
旨
、
仮

１
２

３

目
）
却
下
。
被
害
の
程
度
Ｉ
Ｘ
は
冬
至
に
お
い
て
午
後
一
一
時
以
降
、
Ｘ
は
一
○
時
，
く
午
後
一
一
時
ま
で
、
Ｘ
は
一
○
時
Ｉ
正

ロ
照
を
阻
害
さ
れ
ろ
。
Ｙ
側
の
事
怖
ｌ
用
地
選
定
に
も
合
理
的
理
由
が
あ
る
こ
と
、
差
止
の
許
容
に
よ
り
大
き
な
損
害
を
蒙

一
を
総
合
し
て
、
著
し
く
Ｘ
等
の
受
忍
限
度
を
超
え
て
な
い
と
し
て
、
却
下
さ
れ
た
。

横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
二
月
八
日
、
判
時
六
一
一
○
号
二
八
頁

犬
）
中
学
校
校
舎
建
築
に
よ
り
、
日
照
、
通
風
を
阻
害
さ
れ
る
と
し
て
、
原
告
が
所
有
権
、
人
格
権
に
基
づ
き
差
止
請
求
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３ｆ

（
事
実
）
群
馬
県
の
赤
谷
ダ
ム
の
建
設
で
生
じ
た
人
造
湖
の
眺
望
を
観
光
上
の
生
命
と
す
る
稜
ヶ
京
温
泉
郷
に
あ
る
旅
館
Ｘ
が

競
争
相
手
の
旅
館
Ｙ
の
増
築
工
事
を
中
止
す
べ
き
旨
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

（
判
旨
）
第
一
審
印
認
容
。
判
決
は
以
下
の
諸
点
を
考
慮
し
て
、
Ｙ
は
本
件
建
物
敷
地
を
使
用
す
る
権
利
を
濫
用
し
、
Ｘ
の

建
物
所
有
権
の
行
使
を
妨
害
し
て
い
る
と
し
て
、
右
所
有
権
に
基
づ
い
て
請
求
を
認
容
し
た
。

Ｘ
側
の
事
情
１
本
件
建
物
が
完
成
す
る
と
眺
望
が
阻
害
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
は
経
営
上
多
大
の
損
害
を
受
け
ろ
。
Ｙ
側
の
事
情

ｌ
Ｘ
と
Ｙ
は
互
に
相
反
目
し
、
Ｘ
旅
館
か
ら
見
通
せ
る
場
所
に
洗
濯
物
を
か
か
げ
て
い
や
が
ら
せ
を
し
た
り
、
敷
地
の
整
地
段
階
で

、
－
グ

釦
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
二
月
一
一
八
日
、
判
タ
ー
一
七
六
号
一
一
○
一
一
頁

●
Ｆ
１
』

１
８
【
Ｉ

（
事
実
）
Ｘ
、
ノ
、
Ｘ
は
、
隣
地
に
六
階
建
建
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
Ｙ
を
相
手
に
、
日
照
・
通
風
・
プ
ラ
イ
ヴ
ー
ノ
シ
ー
侵
害
を
理

由
に
、
「
三
階
建
を
超
え
又
は
高
さ
一
○
米
を
超
え
る
建
物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
」
旨
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

（
判
旨
）
一
部
認
容
（
六
階
お
よ
び
五
階
の
一
部
の
建
築
禁
止
）
。
被
保
全
権
利
は
物
権
的
請
求
権
と
人
格
権
の
複
合
的
な
も

の
と
す
る
。
次
の
諸
点
を
考
慮
し
て
一
部
認
容
し
た
。
住
宅
専
用
地
域
に
接
し
て
い
る
こ
と
。
日
照
権
阻
害
の
程
度
が
冬
至
で
一
部

の
者
に
は
終
日
と
な
る
こ
と
。
Ｙ
は
、
本
件
ピ
ル
建
築
に
際
し
て
、
そ
の
南
西
土
地
に
一
一
階
の
小
規
模
住
宅
を
数
多
く
建
て
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
日
照
権
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
審
理
の
過
程
で
裁
判
所
か
ら
設
計
変
更
を
求
め
ら
れ
た
が
採
算
上
の
理
由
で
拒

絶
し
た
こ
と
。
建
物
完
成
後
は
収
去
が
困
難
な
こ
と
。

し
た
。⑤
観
望
阻
害

Ｊ皿
前
橘
地
判
昭
和
一
一
一
六
年
九
月
一
四
日
、
下
民
一
二
巻
九
号
二
二
六
八
瓜

ｒ
Ｉ
Ｌ
、

｛
０
１
シ

ｎ
次
】

一
ハ
○
頁
し

ｊ１Ｌ
、
東
京
高
判
昭
和
一
一
一
八
年
九
月
一
一
日
、
判
タ
ー
五
四
号

３戸
‐
Ｌ

け
る
。
Ｙ
側
の
事
情

敷
地
の
整
地
段
階
で
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温
泉
組
合
長
の
あ
っ
せ
ん
を
拒
否
し
て
あ
え
て
本
件
敷
地
に
選
定
し
た
こ
と
は
害
意
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
Ｙ
は
他
に
広
大
な

敷
地
を
有
す
る
こ
と
、
そ
の
敷
地
は
整
地
の
た
め
費
用
を
要
す
る
が
、
Ｘ
か
ら
相
当
額
の
補
償
の
申
出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

控
告
訴
脚
第
一
審
支
持
。
理
由
づ
け
も
同
じ
。

Ｊ躯
和
歌
山
地
田
辺
支
判
昭
和
四
一
一
一
年
七
月
一
一
○
日
、
判
時
五
五
九
号
七
一
一
頁

Ｌ

（
事
実
）
白
浜
温
泉
で
旅
館
業
を
営
む
Ｘ
は
、
隣
接
す
る
Ｙ
（
旅
館
業
）
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
一
ハ
階
建
屋
上
一
一
階
を
有
す
る

新
築
エ
事
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
、
眺
望
阻
害
を
理
由
に
右
新
築
工
事
の
差
止
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

（
判
旨
）
却
下
。
眺
望
を
重
視
し
た
旅
館
業
が
営
ま
れ
て
い
る
場
合
に
、
隣
地
所
有
者
が
そ
の
土
地
上
に
建
物
を
設
け
て
眺
望

を
阻
害
し
た
時
は
、
そ
の
眺
望
阻
害
が
隣
地
所
有
者
の
不
相
当
な
権
利
行
使
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
眺
望
阻
害
が
受
忍

す
べ
き
限
度
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
侵
害
の
排
除
（
差
止
）
を
も
求
め
う
る
、
と
し
て
、
具
体
的
に
受
忍
限
度
内
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
。
Ｘ
が
眺
望
を
営
業
に
利
用
し
て
来
た
期
間
が
短
い
こ
と
。
眺
望
阻
害
に
よ
る
Ｘ
の
被
害
は
小
さ
い
こ
と
。
白
浜
温
泉

は
土
地
が
狭
く
旅
館
営
業
の
適
地
は
僅
か
し
か
な
く
、
Ｘ
等
の
旅
館
に
伍
し
て
い
く
た
め
Ｙ
が
近
代
的
設
備
を
有
す
る
本
件
新
築
工

事
を
企
図
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
こ
と
。
Ｘ
は
眺
望
を
阻
害
さ
れ
て
も
、
経
済
上
致
命
的
で
な
い
こ
と
。
以
上
の
諸
事
情
を
勘
案

し
、
受
忍
限
度
内
に
あ
る
と
し
て
仮
処
分
申
請
を
却
下
し
た
。

ｊ

ｊ１

、
ノ

２

鋼
津
地
判
昭
和
四
四
年
九
月
一
八
日
、
判
時
六
○
一
号
八
一
頁
み
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
五
年
一
月
一
一
一
一
日
、
判
時
六
○
一
号
八
五
頁
段

Ⅲ

⑬
２

Ⅲ ３

（
事
実
）
一
二
重
県
鳥
羽
湾
を
臨
む
旅
館
Ｘ
が
、
眺
望
阻
害
を
理
由
に
、
近
鉄
Ｙ
と
鳥
羽
市
Ｙ
を
相
手
に
水
面
埋
立
工
事
の
全
面

禁
止
と
、
Ｙ
に
対
し
当
該
埋
立
地
に
設
置
す
る
高
さ
約
六
米
の
鉄
道
敷
設
工
事
の
禁
止
を
求
め
た
。

－
２

（
判
旨
）
（
Ｙ
Ｙ
に
対
す
る
水
面
埋
立
工
事
の
全
面
禁
止
請
求
の
点
は
省
略
）
却
下
。
「
よ
り
慎
重
厳
重
な
衡
量
の
も
と
に
お
い

て
、
権
利
行
使
の
結
果
生
ず
る
眺
望
の
阻
害
が
被
害
者
に
お
い
て
社
会
通
念
上
一
般
に
受
忍
す
べ
き
限
度
を
こ
え
る
に
至
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
阻
害
行
為
者
は
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
も
は
や
そ
れ
が
社
会
的
に
許
容
さ
れ
た
適
正
な
ろ
権
利
行
使
で
あ
る
と
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は
言
い
得
（
な
い
）
…
・
・
・
と
き
に
は
被
害
者
に
お
い
て
侵
害
の
排
除
予
防
も
な
し
う
る
」
、
と
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。
Ｘ
は
一
一

六
室
中
一
七
室
の
眺
望
が
阻
害
さ
れ
、
被
害
が
大
で
あ
る
。
Ｙ
の
行
為
の
態
様
と
し
て
は
、
設
置
場
所
は
、
用
地
取
得
、
他
の
交
通

機
関
と
の
関
連
で
海
岸
線
し
か
な
く
、
ま
た
地
質
と
の
関
連
で
埋
立
敷
設
し
か
な
く
、
そ
れ
が
差
止
め
ら
れ
ろ
と
Ｙ
は
七
億
一
一
一
○
○

万
円
の
損
失
と
な
る
。
本
件
鉄
道
は
社
会
的
有
用
性
も
大
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
を
考
慮
し
て
、
Ｘ
は
眺
望
阻
害
を
受
忍
す
べ
き
で

騒
音
・
振
動
、
日
照
通
風
妨
害
、
観
望
阻
害
と
い
う
公
害
の
中
で
も
比
較
的
局
所
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
活
妨
害
と
よ
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
事
例
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
ろ
（
一
一
一
一
一
一
件
中
二
九
件
）
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
大
気
汚
染
の
類

』
ｊ

型
と
し
て
あ
げ
た
一
一
件
、
⑪
は
、
被
害
の
及
ぶ
範
囲
、
仮
処
分
申
請
人
数
か
ら
み
て
も
広
範
囲
か
つ
多
数
で
よ
り
公
害
ら
し
い

事
件
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
と
す
る
。

控
告
審
皿

三
裁
判
例
の
分
析

三
件
（
一
一
一
処

っ
て
い
ろ
。

の
類
型
的
分
類

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、
全
部
で
三
三
件
（
判
決
数
で
は
四
○
件
）
で
あ
る
。
類
型
的
に
分
類
す
れ
ば
、
騒
音
・
振
動
事
件
が

一
五
件
（
本
案
訴
訟
が
一
○
件
、
仮
処
分
五
件
）
、
日
照
通
風
妨
害
が
二
件
（
本
案
訴
訟
五
件
、
仮
処
分
六
件
）
、
観
望
阻
害
が

一
一
件
（
一
一
一
件
と
も
仮
処
分
）
、
大
気
汚
染
一
一
件
（
一
一
件
と
も
仮
処
分
）
、
水
質
汚
濁
一
一
件
（
本
案
訴
訟
一
件
、
仮
処
分
一
件
）
と
な

Ｈ
慨
観

却
下
。
理
由
は
第
一
審
に
同
じ
。



４
１

富
③
差
止
認
容
例
と
否
認
例
の
比
率

次安
こ
こ
で
は
控
訴
、
上
告
等
を
別
に
数
え
て
判
決
数
四
○
件
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

〃
く

う
ノ
１
「
Ｊ

「
Ｊ

そ
の
う
ち
、
本
案
訴
訟
は
、
半
数
の
一
一
○
件
で
、
こ
の
う
ち
な
ん
ら
か
の
形
で
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
た
ｊ
ｂ
の
は
、
９
０
辺

権
【
し
１
ｒ
」

「
ノ
、
二

戸
Ｌ

議
吻
、
、
の
六
件
で
あ
る
。
認
容
例
の
う
ち
⑩
、
ｒ
ｍ
の
四
件
は
、
日
照
通
風
妨
害
で
、
本
案
訴
訟
の
五
件
中
四
件
認
容
で

●
上
〆
し
〆
し
ｒ
』

讃
高
率
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
騒
音
・
振
動
事
件
は
一
○
件
の
中
二
件
認
容
で
認
容
比
率
が
小
さ
い
。
そ
の
理
由
は
、
長
期
に
わ

少
）

雍
叩
た
る
訴
訟
の
過
程
で
加
害
者
が
防
止
措
置
を
な
し
、
判
決
時
に
は
損
害
が
減
少
す
る
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
ろ
。
か
か
る
事
例
と

公
「
』
「
』
「
ノ
「
』
、
ノ

し
て
は
、
４
５
６
８
ｕ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ろ
。

〆
Ｌ
ｒ
」
ｒ
Ｌ
〆
し
戸
し

「
ノ
》
一
一
一
三
「
ノ
１
》
「
Ｊ

「
Ｊ

仮
処
分
申
請
事
件
一
一
○
件
の
う
ち
、
何
ら
か
の
形
で
差
止
申
請
が
認
め
ら
れ
た
ｊ
ｂ
の
は
、
九
件
Ⅳ
狙
珀
皿
２
幻

「
ノ
１
９
】

「
』
「
Ｊ

〆
Ｌ
－
し
〆
Ｌ
一
〆
し
２
戸
し

〆
し

列
Ｌ
Ｌ
で
あ
る
。

ｊ錐
き
る
Ｃ

ｌ

9３

〔３

〔３１

〔3１

年
代
別
に
み
ろ
と
（
判
決
言
渡
月
日
を
基
準
に
し
、
控
訴
審
、
上
告
審
が
あ
る
場
合
も
ま
と
め
て
一
件
と
数
え
、
第
一
審
を
基
準

と
す
る
）
、
戦
前
三
件
、
昭
和
二
○
年
代
一
件
、
同
三
○
年
代
一
一
件
、
同
四
○
年
代
一
八
件
と
年
を
追
っ
て
倍
加
し
て
い
ろ
。
特

Ｊ

に
大
気
汚
染
の
一
一
件
は
四
○
年
代
、
日
照
通
風
妨
害
、
観
望
阻
害
も
⑪
の
一
件
を
除
き
全
部
一
一
一
○
年
代
以
降
の
事
件
で
あ
る
。
公

害
に
対
す
る
国
民
の
意
識
、
ひ
い
て
は
権
利
意
識
の
高
揚
が
差
止
請
求
の
事
件
に
も
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で

⑨
差
止
の
内
容

差
止
判
決
は
、
被
告
に
対
し
て
、
防
除
設
備
を
設
置
さ
せ
た
り
原
因
設
備
を
移
動
・
除
去
さ
す
な
ど
部
分
的
な
禁
止
も
し
く
は
改

2）

年
代
別
推
移
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善
を
命
じ
る
も
の
と
、
操
業
の
禁
止
な
ど
全
面
的
な
禁
止
も
し
く
は
改
善
を
命
ず
ろ
も
の
と
が
あ
る
。

部
分
的
な
禁
止
も
し
く
は
改
善
の
事
案
と
し
て
は
、
本
案
判
決
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
「
特
定
の
職
械
の
運
転
禁
止
」
「
五
五
ホ

コ
１

ン
を
超
え
る
機
械
の
設
置
禁
止
」
を
命
じ
た
９
、
工
場
に
防
宰
曰
設
備
を
施
す
こ
と
を
命
じ
た
い
、
板
塀
上
部
の
撤
去
を
〈
叩

に
１

Ｊ
Ｅ

じ
た
週
、
（
原
告
の
費
用
で
）
板
塀
の
上
端
か
ら
一
・
’
一
一
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
不
透
明
な
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
波
板
に
つ
け

Ｅ
ゴ

ー
｝

か
え
る
こ
と
を
命
じ
た
巧
、
塀
の
一
部
撤
去
を
命
じ
た
咽
が
あ
る
。
仮
処
分
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
工
場
の
窓
の
常
時
開

Ｅ
－
Ｌ

Ｊ

放
禁
止
を
命
じ
た
虹
、
一
ハ
階
お
よ
び
五
階
の
一
部
の
建
築
を
命
じ
た
釦
、
一
一
際
部
分
の
工
事
中
止
を
命
じ
た
、
が
あ
る
。

Ｅ
Ｅ

Ｅ
「
Ｊ

全
面
的
な
禁
止
も
し
く
は
改
善
を
命
じ
た
も
の
と
し
て
、
本
案
判
決
に
よ
る
も
の
は
、
木
造
建
物
の
撤
去
を
命
じ
た
皿
が
あ

に
．
』

り
、
仮
処
分
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
ご
み
処
理
場
・
し
尿
処
理
場
の
建
設
禁
止
を
命
じ
た
Ⅳ
、
火
葬
場
の
残
エ
事
続
行
禁
止
と

Ｅ
ｊ

Ｊ

操
業
の
一
年
間
禁
止
を
命
じ
た
珀
、
し
尿
投
棄
を
全
面
的
に
禁
止
し
た
⑲
、
建
設
工
事
自
体
の
禁
止
を
命
じ
た
（
但
し
一
一
一

Ｅ
Ｅ
ｊ１

コ

○
○
万
円
を
供
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仮
処
分
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
）
３
、
二
一
階
運
建
物
の
建
築
禁
止
を
命
じ
た
”
、

２
－
Ｌ

が
あ
る
。

口
差
止
請
求
権
の
理
論
構
成

差
止
請
求
権
の
法
的
根
拠
い
い
か
え
れ
ば
、
差
止
の
認
否
を
論
ず
ろ
場
合
の
法
的
構
成
の
問
題
に
つ
い
て
、
判
決
は
物
権
的
請
求

権
・
占
有
訴
権
を
根
拠
に
す
る
も
の
、
人
格
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
権
を
根
拠
に
す
る
も
の
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
構
成
す
る

も
の
、
物
権
的
請
求
権
拡
張
説
の
四
つ
に
大
別
で
き
ろ
。

⑩
物
権
的
請
求
権
・
占
有
訴
権
を
根
拠
と
す
る
裁
判
例

公
害
に
よ
る
被
害
が
物
的
利
益
に
と
ど
ま
る
か
、
人
格
的
な
利
益
に
及
ぶ
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
物
自
体
ま
た
は
物
の
上
の
利
用

の
侵
害
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
立
つ
判
決
で
あ
る
。
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ｊ
Ｊ
ｊ
－
Ｉ
｛

所
有
権
に
も
と
づ
く
物
権
的
請
求
権
を
根
拠
に
し
て
差
止
請
求
を
認
容
し
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
９
ｍ
辿
嘔
（
占
有

Ｅ
こ
て
Ｅ

ｊ
｛
’
一
Ｊ
Ｊ

Ｊ
。
。
ｊ

権
ま
た
は
所
有
権
）
、
四
ｍ
如
酊
が
一
の
る
。
そ
の
う
ち
、
日
照
通
風
妨
害
事
件
が
、
辺
辿
嘔
訂
、
水
質
汚

に
Ｅ
Ｅ
に

－
し
Ｅ
仁
ｒ
－

．
，
－
。
』

燭
事
件
が
皿
、
騒
幸
曰
・
振
動
事
件
が
、
９
ｍ
配
で
あ
る
。

ヒ
ニ
し
Ｅ
Ｅ

三
Ｊ
』
。
丁
一

同
じ
く
所
有
権
に
も
と
“
つ
く
物
権
的
請
求
権
を
根
拠
に
し
て
差
止
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
２
３
４
５

に
｛
し
Ｅ
Ｅ

ｒ
ｌ
ｊ

ｊ
。

（
８
（
人
格
権
ま
←
Ｌ
は
所
有
権
）
卯
班
（
採
光
の
た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
は
所
有
権
を
根
拠
と
し
、
日
照
妨
害
は
不
法

⑰
Ｅ

ｒ
Ｅ

Ｊ

行
為
の
効
果
と
す
る
）
が
あ
る
。
班
以
外
は
、
騒
音
・
振
動
事
件
で
あ
る
。

こ
こ
〆

。
１

占
有
権
を
根
拠
と
す
る
認
容
例
は
、
⑬
（
家
屋
賃
借
人
か
ら
の
請
求
）
、
２
（
妻
所
有
の
家
屋
の
居
住
者
た
る
夫
か
ら
の
仮

に
２

Ｊ
「
〆

仁
ｊ
２

処
分
申
請
）
、
”
（
居
住
地
の
占
有
権
に
基
。
つ
く
）
、
棄
却
例
と
し
て
は
、
句
姐
い
が
あ
る
。

Ｅ
ｊ

に
に
１
に

な
お
、
流
水
利
用
権
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
、
棄
却
さ
れ
た
例
１
が
あ
る
。

Ｅ
１

し
か
し
、
か
か
る
物
権
的
構
成
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
被
侵
害
利
雛
は
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、

二
Ｊ
。
』
。
。
Ｊ

加
皿
４
５
８
四
妬
が
か
よ
う
な
例
で
あ
る
。
人
格
的
利
益
に
加
え
て
、
建
物
損
傷
、
営
業
収
祐
減
も
あ
わ
せ
て
問

匝
Ｅ
に
Ⅲ
仁
工
兀

』。１－｝

題
と
さ
れ
て
い
る
６
の
躯
週
も
あ
る
。
最
も
物
的
な
事
件
で
あ
る
⑬
（
井
戸
水
汚
濁
）
も
、
そ
の
侵
害
が
重
大
だ
と
判

仁
て

こ
箒
ｊ

断
さ
れ
た
の
は
、
人
の
健
康
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
と
解
さ
れ
ろ
。
全
く
人
格
的
利
錦
と
関
係
な
い
事
件
は
１
（
営
業
的
利

ｒ
一

益
）
だ
け
で
あ
る
・

②
人
格
権
を
根
拠
と
す
る
裁
判
例

被
害
者
の
人
格
権
を
根
拠
と
す
る
最
初
の
判
決
は

〔23コ

広
島
地
決
昭
三
六
・
四
・
一
○
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
騒
音
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③
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
構
成
す
る
裁
判
例

。

た
と
え
ば
、
弱
東
京
地
判
昭
四
一
一
一
・
九
・
一
○
は
、
「
日
照
通
風
の
事
案
が
諸
般
の
事
情
か
ら
し
て
被
害
者
の
受
忍
す
べ
き
限

仁

度
を
越
え
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
違
法
な
生
活
妨
害
と
し
て
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
、
右

の
妨
害
が
被
害
者
の
受
忍
限
度
を
著
し
く
超
え
、
金
銭
麟
償
を
も
っ
て
し
て
は
救
済
で
き
な
い
段
附
に
立
ち
至
っ
た
よ
う
な
場
合
に

・
振
動
に
よ
る
日
常
生
活
の
妨
害
を
精
神
的
、
身
体
的
自
由
の
侵
害
と
解
し
た
上
そ
の
排
除
な
い
し
予
防
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
「
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
請
求
権
の
成
否
な
い
し
そ
の
成
立
要
件
は
当
該
権
利
の
性
質
、
そ
の

目
的
、
加
害
行
為
の
性
質
、
態
様
、
発
生
す
べ
き
損
害
の
程
度
、
態
様
、
妨
害
排
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
加
害
者
の
こ
う
む
る
べ

き
損
害
等
諸
般
の
事
情
を
比
較
較
量
し
て
こ
れ
を
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

１
－

ｊ

人
格
権
を
根
拠
と
す
る
判
決
は
、
８
の
よ
う
に
「
人
格
権
お
よ
び
所
有
権
」
と
併
記
す
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
釦
の
よ
う

に
ｒ

に
物
権
と
人
格
権
の
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
「
生
命
身
体
」
と
い
う
人
格
権
に
基
づ
く
と
す
る
も
の

。
Ｊ

ｊ
Ｊ

ｎ
週
、
「
日
常
生
活
の
妨
害
」
認
、
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
須
の
生
活
利
益
」
羽
、
「
生
活
享

Ｅ
に

ヒ
コ

ニ
『
一

１

受
権
か
ら
派
生
す
る
生
活
妨
害
排
除
権
」
０
な
ど
が
あ
る
。

１Ｅ
一
Ｊ

一
般
に
人
格
梅
的
構
成
を
と
ろ
に
い
た
っ
た
の
は
、
前
述
羽
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
昭
和
一
二
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

Ｅ
Ｊ

』
》

ろ
。
認
容
例
と
し
て
は
、
Ⅳ
（
ご
み
処
理
場
、
し
尿
処
理
場
建
設
に
よ
る
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
）
、
岨
（
火
葬
場
に
よ
る

１ コ
ヒ

コ
フ

ヒ
コ

悪
臭
、
粉
じ
ん
）
、
い
（
騒
幸
臼
）
、
釦
（
日
照
通
風
妨
害
）
が
あ
り
、
否
認
例
と
し
て
は
、
羽
（
騒
音
・
振
動
）
、
羽

Ｅ
ｊ

１
Ｅ

〆
卍
｜

に

（
日
照
通
風
妨
害
）
、
８
（
騒
音
）
が
あ
る
。

Ｅ
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⑫
③
⑧
は
、
権
利
の
性
質
を
問
わ
ず
加
害
者
の
事
情
、
被
侵
害
利
益
、
利
益
較
量
等
の
両
当
事
者
の
事
情
を
相
関
的
に
考
慮

２

Ｊ

し
て
妨
害
排
除
請
求
権
の
有
無
を
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
近
い
。
た
と
え
ば
、
③
は
「
眺
望
の
権
利
が
隣
地
所
有
者
の
不
相
当

な
権
利
行
使
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
（
被
害
者
ｌ
筆
者
註
）
の
受
忍
す
べ
き
限
度
を
越
え
る
侵
害
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
前
者
は
後
者
（
加
害
者
Ｉ
筆
者
註
）
に
対
し
こ
れ
（
営
業
上
の
利
益
）
の
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
を
求
め
、
と
き
に

は
侵
害
の
排
除
（
差
止
）
を
求
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
、
受
忍
限
度
を
越
え
る
侵
害

で
あ
る
か
否
か
は
、
前
者
が
前
記
の
ご
と
き
眺
望
を
利
用
し
た
営
業
期
間
の
長
短
、
眺
望
を
阻
害
さ
れ
る
程
度
、
両
者
の
環
境
、
後

者
の
建
造
物
設
置
の
方
法
や
そ
の
目
的
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

⑤
根
拠
を
何
ら
述
べ
な
い
判
決
例

。
コ
フ
ｊ
Ｊ

Ｊ

６
躯
皿
珀
型
は
、
差
止
請
求
権
の
根
拠
を
何
ら
示
し
て
な
い
。
そ
の
う
ち
咽
を
除
き
、
す
べ
て
差
止
請
求
が
否

仁
ヒ
ヒ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

認
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

ろ〔11〕は
、 、

ロ
差
止
の
具
体
的
判
断
要
素
お
よ
び
判
断
基
準

「
〆

不
法
行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
４
６
の
と
い
う
べ
く
、
…
…
」
と
判
示
し
て
い
ろ
。
そ
の
他
、
恥
（
日
照
妨
害
）
、

ｒ
Ｌ

（
騒
音
・
振
動
）
よ
ｂ
不
法
行
為
的
構
成
を
と
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
判
決
ｊ
ｂ
、
結
局
は
差
止
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
で
あ

⑩
水
質
汚
濁

(4)
物
権
的
請
求
権
拡
張
説
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１
一

四
大
津
地
判
昭
一
二
七
・
九
・
一
○
は
、
悪
臭
お
よ
び
蝿
等
の
害
虫
の
発
生
、
し
尿
の
地
下
浸
透
に
よ
る
井
戸
水
汚
濁
の
お
そ
れ
、

←
し

大
雨
の
際
の
土
堤
決
潰
の
お
そ
れ
等
を
綜
合
判
断
し
受
忍
限
度
を
超
え
ろ
と
し
た
。
井
戸
水
汚
濁
に
よ
る
健
康
侵
害
の
お
そ
れ
を
重

視
し
て
、
し
尿
処
理
と
い
う
公
共
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
止
請
求
を
認
容
し
た
。

。Ⅳ
広
島
地
判
昭
四
一
ハ
。
五
・
一
一
○
（
ご
み
処
理
場
、
し
尿
処
理
場
建
設
工
事
禁
止
の
仮
処
分
申
諭
ｌ
認
容
）
で
は
、
①
被
害
の

Ｅ

種
類
、
程
度
、
地
域
性
等
の
被
害
者
側
の
事
情
、
②
加
害
行
為
の
社
会
的
価
値
、
加
害
者
の
害
意
の
有
無
、
損
害
回
避
手
段
の
有

無
お
よ
び
受
忍
限
度
、
③
差
止
の
結
果
受
け
る
加
害
者
の
不
利
益
お
よ
び
社
会
経
済
的
損
失
と
被
害
者
の
利
益
等
の
比
較
較
量
に
よ

っ
て
決
す
る
と
す
る
。
同
じ
く
火
葬
場
建
設
工
事
の
残
工
事
禁
止
お
よ
び
操
業
禁
止
の
仮
処
分
申
請
が
な
さ
れ
、
一
年
間
の
期
間
認

フ
フ

容
さ
れ
た
事
例
嘔
も
同
様
で
あ
る
。
Ⅳ
で
は
、
生
命
身
体
に
対
す
る
侵
害
が
か
な
り
の
確
実
性
を
も
っ
て
予
測
さ
れ
る
こ
と
を

Ｅ
Ｅ

承
視
し
て
、
公
共
性
の
あ
る
ご
み
処
理
場
、
し
尿
処
理
場
の
建
設
禁
止
の
仮
処
分
を
認
め
た
。

承
視
し
て
、
公
共
性
の

③
騒
音
・
振
動

①
被
害
者
側
の
事
情

被
侵
害
利
益
の
性
質
…
物
権
的
請
求
権
を
根
拠
と
す
る
樹
成
を
と
る
と
、
物
に
有
形
的
な
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
易
い

Ｊ

よ
う
な
傾
向
に
あ
る
（
犯
）
が
、
し
か
し
、
財
産
的
被
害
は
例
え
ば
建
物
損
傷
な
ど
で
あ
っ
て
も
か
な
り
金
銭
賠
償
に
よ
り
填
補

に

さ
れ
ろ
と
も
い
え
ろ
。
む
し
ろ
生
命
身
体
へ
の
侵
害
が
あ
れ
ば
差
止
は
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
騒
音
事
件
で

、
Ｊ

は
な
い
が
、
⑲
大
津
地
判
昭
二
一
七
・
九
・
一
○
の
頚
案
は
、
し
尿
に
よ
る
井
戸
水
（
飲
料
水
）
汚
濁
、
さ
ら
に
は
飲
料
水
汚
濁
に

〆
且

(2)

大
気
汚
染
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ヘ
ー
ー
〉
「
‐
Ⅱ
一
｛
１
１
。
←
「
‐
’
一
「
－
０
戸
（
１
１
〆

地
域
性
は
、
受
忍
す
べ
き
被
》
一
ｍ
の
程
度
を
は
か
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
３
６
７
８
’
９
ｍ
・
受
忍
限
度

〆
－
」
〆
Ｉ
」
－
－
」
〆
Ｉ
」
ｒ
」
ｒ
Ｌ

内
で
な
け
れ
ば
加
害
行
為
は
違
法
と
判
断
さ
れ
る
意
味
で
は
、
地
域
性
は
加
害
行
為
の
違
法
性
判
断
に
３
Ｄ
用
い
ら
れ
ろ
。

公
法
上
の
規
制
基
準
を
私
法
上
ｊ
ｂ
一
応
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
学
説
、
裁
判
例
ｊ
ｂ
異
論
を
み
な
い
。
原
則
と
し
て
こ
の
基

単
を
超
え
れ
ば
被
告
の
行
為
は
違
法
だ
が
、
基
準
内
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
，
》
ｂ
違
法
性
を
阻
却
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
公
法
上
の

ヘ
ー
ー
）
へ
Ⅱ
Ⅱ
一
『
０
０
｝

規
制
基
準
が
、
５
７
・
・
な
ど
で
問
題
と
さ
れ
て
い
ろ
。
ま
た
、
条
例
が
音
響
測
定
地
点
を
音
源
周
辺
の
建
物
の
隣
地
と
の
境

〆
‐
１
且
｛
－
－
」
【
，
－
｝

へ
Ⅱ
’
一

界
線
上
に
と
っ
て
い
ス
》
の
に
対
し
、
判
決
は
居
室
内
で
の
音
壁
を
基
準
と
す
る
５
．

戸‐‐．」
へ
－
－
）

音
質
等
・
諺
ｂ
、
被
害
と
関
係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
型
高
岡
簡
決
昭
四
五
・
一
○
・
一
は
、
由
緒
あ
る
寺
の
鐘
の
音
響
の
荘
厳
さ

一ⅡⅡ」

は
一
種
の
愛
着
と
親
近
感
さ
え
抱
か
せ
る
旨
を
判
示
し
て
い
ろ
。
ま
た
判
決
は
、
不
規
則
な
金
属
一
曰
と
そ
れ
に
伴
う
振
動
は
原
告
に

（
’
’
一

已
口
■
ユ

ヘーー｝

心
理
的
、
生
理
的
に
甚
だ
し
く
苦
痛
を
与
え
る
と
し
い
、
断
続
音
、
高
音
で
衝
撃
的
な
音
は
情
緒
的
な
影
響
を
与
え
や
す
い
。
◎

勺
ロ
ロ
一

一
ｒ
Ｉ
」

－
１
０
』

と
す
ヲ
（
》
。

ば
な
ら
な
い
。

地
域
性
は
、

Ｊ

よ
る
健
康
侵
害
を
実
質
的
に
考
慮
し
て
、
差
止
を
許
し
た
と
も
解
さ
れ
う
る
。
な
お
、
前
述
Ⅳ
の
事
例
も
生
命
身
体
へ
の
侵
害

Ｅ

が
確
実
性
を
も
っ
て
予
測
さ
れ
る
場
合
に
こ
み
処
理
場
、
し
尿
処
理
場
の
建
設
禁
止
の
仮
処
分
申
請
を
認
め
た
も
の
で
あ
苞
か
か

３

ろ
生
命
身
体
の
侵
害
の
場
合
は
比
較
較
量
は
な
さ
れ
ず
、
当
然
差
止
が
認
め
ら
れ
ろ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医
師
の
診

。

断
の
結
果
、
神
経
衰
弱
と
い
う
程
度
に
達
し
て
い
る
場
合
は
差
止
を
認
む
く
き
で
あ
る
（
６
の
事
例
は
、
被
生
口
の
騒
音
防
止
措
置

Ｅ

と
行
政
指
導
に
よ
る
改
縛
の
余
地
を
考
慮
し
て
差
止
を
認
め
な
か
っ
た
。
）
被
害
の
程
度
・
…
：
原
則
と
し
て
竃
大
な
侵
害
で
な
け
れ
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②
加
害
者
側
の
事
情

補
償
交
渉
等
…
…
公
害
防
止
の
た
め
の
話
し
合
い
、
説
得
、
補
償
交
渉
を
加
害
者
が
誠
意
を
も
っ
て
な
し
た
こ
と
は
消
極
に
作
用

。１

す
る
。
２
大
阪
地
決
昭
一
一
一
○
・
四
・
五
は
、
補
償
交
渉
に
誠
意
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
ろ
。
な
お
、
騒
音
・
振
動

２Ｅ
Ｊ
Ｊ

に
関
す
る
事
件
で
は
な
い
が
、
Ⅳ
蛆
は
、
公
害
防
止
措
置
、
公
害
監
視
体
制
、
補
償
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
て
な
い
こ

Ｅ
Ｅ

一
Ｊ

と
を
考
慮
し
て
い
ろ
。
逆
に
、
被
害
者
が
こ
れ
ら
の
こ
と
に
誠
意
を
見
せ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
羽
を
参
照
せ
よ
。

｝
し

損
害
回
避
の
努
力
…
：
．
差
止
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
に
相
当
な
防
止
設
備
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
差
止
許
容
に
対
し
消
極
に
作
用

仏
Ｊ

す
る
。
６
機
浜
地
川
崎
支
判
昭
一
一
一
八
・
四
・
二
六
は
、
採
光
、
換
気
装
置
の
あ
る
密
閉
作
業
場
は
、
被
告
会
社
程
度
の
小
企
業
に

Ｅ
Ｊ

は
期
待
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、
８
佐
賀
地
判
昭
四
一
二
・
一
○
・
一
一
一
一
は
、
原
告
が
主
張
す
る
防
音
措
置
に
よ
り
四
○
ホ
ン
以
下

Ｅ

に
低
下
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
」
の
た
め
に
工
場
の
建
築
費
よ
り
は
る
か
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
、
し
か
も
温
度
が

上
昇
し
て
夏
季
に
は
作
業
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
ろ
。

。

公
共
性
・
・
・
…
被
告
の
行
為
の
社
会
的
有
用
性
な
い
し
公
共
性
も
差
止
認
容
に
対
し
、
一
応
の
消
極
要
因
た
り
う
る
。
例
え
ば
、
３Ｅ

東
京
控
判
大
九
・
五
・
一
一
一
〈
で
は
、
横
浜
市
に
お
け
る
ガ
ス
供
給
の
設
備
に
属
す
る
と
い
う
侵
害
行
為
の
公
共
性
が
考
慮
さ
れ

て
い
ろ
。
し
か
し
、
絶
対
視
き
る
べ
き
で
は
な
く
、
一
判
断
要
素
、
｜
基
準
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
公
共
性
Ⅱ
有
用
性

を
参
照
せ
よ
。

。

害
意
等
・
・
…
・
害
意
は
差
止
を
認
め
る
の
に
積
極
に
作
用
す
る
。
日
照
妨
害
事
件
⑪
安
濃
津
地
判
大
一
五
。
八
。
一
○
の
場
合

に
は
害
意
が
差
止
を
認
め
る
の
に
重
要
な
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
ろ
。
ま
た
、
被
害
者
の
特
殊
事
情
、
例
え
ば
、
夜
勤
を
反
復
す
る。

。
１

巡
査
の
よ
う
に
特
に
静
穏
を
要
す
る
職
業
で
あ
る
こ
と
を
加
害
者
が
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
考
慮
き
る
べ
き
で
あ
る
。
７
０

仁
１
仁
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５

は
、
社
会
に
害
を
与
え
ろ
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
分
を
控
除
し
て
其
の
意
味
で
の
プ
ラ
ス
分
の
み
を
示
す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

、
ノ

て
、
市
の
し
尿
投
棄
が
差
止
め
ら
れ
た
険
ソ
、
、
ご
み
処
理
場
、
し
尿
処
理
場
、
火
葬
場
と
い
う
公
共
性
の
あ
る
と
み
ら
れ
る
施
設
の

ｒ
Ｌ

、
ノ
、
ノ

建
設
あ
る
い
は
操
業
に
つ
い
て
も
差
止
が
許
さ
れ
る
こ
と
ｊ
ｂ
あ
る
Ⅳ
胆
。

ｒ
ｋ
ｒ
Ｌ

③
金
銭
賠
償
が
十
分
な
救
済
に
な
ら
な
い
こ
し
」
。

、
Ｊ

損
害
賠
倣
で
十
分
な
救
済
と
な
ｈ
ソ
う
ろ
場
合
は
、
差
止
は
認
容
き
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ｕ
大
阪
地
判
昭
四
一
一
一
・
五
・

ｒ
Ｌ

一
一
一
一
も
原
告
の
救
済
が
金
銭
賠
償
で
十
分
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
ろ
。

④
差
止
を
認
め
た
こ
と
に
よ
る
原
告
の
利
益
と
差
止
を
否
認
し
た
場
合
の
被
告
の
利
益
と
の
較
量

、
ノ

例
え
ば
、
羽
広
島
地
決
昭
一
二
六
・
四
・
一
○
は
、
「
企
業
活
動
そ
の
他
に
基
き
不
法
行
為
と
目
す
べ
き
騒
音
・
震
動
等
の
近
隣

ｒ
Ｌ

へ
の
伝
播
が
存
在
す
る
と
し
て
ｊ
ｂ
、
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
た
だ
ち
に
そ
の
差
止
を
認
か
べ
き
ｊ
ｂ
の
で
は
な
く
、
被
害
者
側
の
当
該
侵

害
の
停
止
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
家
ろ
損
害
と
侵
害
者
側
の
右
行
為
の
停
止
に
よ
り
忍
ぶ
べ
き
犠
牲
と
を
彼
此
対
照
し
、

こ
こ
に
画
さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
侵
害
に
対
し
て
は
じ
め
て
そ
の
排
除
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

「
ノ
、
Ｊ

な
お
、
皿
鋼
４
０
参
照
せ
よ
。

ｒ
Ｌ
ｒ
Ｌ

⑨
日
照
、
通
風
妨
害

①
被
害
者
側
の
事
情

６

被
侵
害
利
益
の
性
質
、
侵
害
の
程
度
…
．
：
被
侵
害
利
益
は
人
格
的
利
益
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
被
害
の
程
度
は
著
し
い
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
地
域
性
も
考
慮
し
て
受
忍
限
度
内
か
ど
う
か
は
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市
に
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建
築
基
準
法
の
基
準
…
…
建
築
基
準
法
の
基
準
も
被
害
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
し
差
止
の
場
合
に
直

〕
Ｊ
Ｊ
Ｊ

接
問
題
と
し
た
判
決
は
な
い
。
建
築
基
準
法
に
適
合
す
る
旨
を
判
断
要
素
に
加
え
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
溺
妬
犯
釦

－
し
Ｅ
に
て

が
あ
る
。
ち
な
み
に
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
て
東
京
地
判
昭
和
四
○
年
一
一
一
月
一
一
四
日
、
（
下
民
集
一
六
巻
一
一
一
号
一
八
一
四
頁
）

判
決
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
四
五
年
改
正
前
）
は
、
「
直
接
に
個
々
の
建
物
所
有
者
乃
至
建
築
者
相
互
間
の
相
隣
関
係
に
お
け
る

そ
の
建
物
建
築
に
伴
っ
て
生
ず
る
利
害
の
調
整
を
図
っ
た
り
、
あ
る
い
は
個
々
の
建
物
所
有
者
及
び
建
築
者
相
互
間
に
建
物
の
建
築

に
伴
っ
て
諸
種
の
権
利
義
務
の
発
生
す
る
こ
と
を
直
接
に
認
め
た
法
律
で
は
な
く
…
…
（
建
築
基
準
法
の
）
右
法
条
に
違
反
し
た
か

ら
と
い
っ
て
こ
の
違
反
の
み
に
よ
っ
て
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
日
照
、
通
風
の
侵
害
に
対
す
る
私
法
上
の
損
害
賠
償
責
任

を
生
じ
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
違
法
が
あ
っ
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
、
ま
た
そ
の
控
訴
審
（
東
京
控
訴
判
昭

和
四
一
一
年
一
○
月
一
一
六
日
、
判
時
四
九
七
号
一
一
六
頁
）
は
、
「
被
控
訴
人
の
一
一
階
増
築
が
違
反
建
築
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
か
ら
、
直

ち
に
被
控
訴
人
の
控
訴
人
に
対
す
る
日
照
通
風
妨
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
の
に
十
分
な
違
法
性
を
具
備
す
る
も
の
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
…
…
同
法
が
建
物
の
敷
地
、
構
造
、
建
築
設
備
を
種
々
規
制
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

Ｊ

お
い
て
は
、
建
築
の
高
層
化
と
い
う
要
請
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
配
東
京
地
判
昭
四
一
二
・
九
・
一
○
は
、
「
本
件
土
地

Ｅ

は
、
現
在
高
層
化
の
進
み
つ
つ
あ
る
都
心
部
の
住
宅
地
域
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
れ
ば
、
．
：
…
高
層
化
は
避
け
ら

れ
な
い
地
域
に
属
す
る
と
い
う
べ
く
、
…
…
Ｘ
ら
の
所
有
す
る
土
地
の
よ
う
な
細
分
化
さ
れ
た
宅
地
上
の
平
家
建
な
い
し
一
一
階
建
の

住
宅
に
万
遍
な
く
日
照
を
確
保
す
る
こ
と
は
公
平
な
私
法
的
規
定
の
立
場
か
ら
し
て
、
実
現
困
難
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
決
は
総
合
的

』
ｊ
Ｊ
Ｊ

な
都
市
政
策
に
基
づ
く
立
法
及
び
行
政
上
の
配
慮
に
属
す
べ
き
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ろ
〕
そ
の
他
、
皿
妬
”
卯
６

一
し
こ
こ
Ｅ

地
域
性
と
の
関
連
で
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
被
害
者
の
南
側
に
相
当
な
空
地
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
情
も
被
害
の
程
度
と

ｊ

７ｌ

関
わ
り
を
持
つ
。
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反
面
で
…
…
そ
の
隣
人
は
通
常
一
定
範
囲
の
日
照
通
風
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
範
囲
の
日
照
通
風
は
同
人
に
保
障
さ
れ
る

結
果
と
な
る
わ
け
で
、
同
法
が
日
照
通
風
に
間
接
的
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
」
。
特
に
昭
和
四
五
年
の

法
改
正
後
は
、
住
居
専
用
地
域
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
日
照
保
護
を
も
考
慮
し
た
諸
規
定
を
お
い
て
い
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
か
か

８

ろ
日
照
保
護
規
定
に
違
反
す
る
場
合
は
違
法
と
解
す
る
余
地
も
出
て
来
た
。

、
ノ

被
害
者
の
特
殊
事
情
・
・
…
・
配
東
京
地
判
昭
四
一
一
「
・
九
・
一
○
は
、
債
権
者
が
東
洋
美
術
史
を
専
攻
す
る
学
者
で
あ
っ
て
、
自
宅

Ｅ

に
蔵
書
数
千
冊
、
そ
の
他
美
術
口
中
を
有
し
、
湿
気
に
よ
る
蔵
書
等
の
保
存
へ
の
影
響
と
研
究
活
動
の
能
率
低
下
を
憂
慮
し
て
い
ろ
、

と
い
う
特
殊
事
情
も
考
慮
し
て
い
ろ
。

②
加
害
者
側
の
事
情

害
意
…
…
自
己
所
有
の
土
地
を
原
告
に
高
価
で
殖
却
し
よ
う
と
し
て
果
さ
な
か
》
た
の
で
、
原
告
所
有
の
結
核
病
舎
に
隣
接
し
平

行
に
物
闘
小
屋
を
建
て
た
蛎
案
⑰
（
全
面
撤
去
認
容
）
、
ま
た
「
原
告
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
も
看
取
で
き

。

な
い
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
、
地
上
五
尺
を
こ
え
た
塀
の
部
分
の
撤
去
を
認
容
し
た
週
も
あ
る
。

仁
。

補
償
交
渉
等
：
．
…
こ
の
点
を
直
接
問
題
に
し
た
事
例
は
見
当
ら
な
い
が
、
剛
東
京
地
判
昭
四
七
。
一
一
・
一
一
八
で
は
、
被
申
請
人

が
本
件
ピ
ル
建
築
に
際
し
て
、
そ
の
南
西
土
地
に
一
一
階
建
の
小
規
模
住
宅
を
数
多
く
建
て
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
日
照
権
を
確
保

し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
ろ
。

ｊ

公
共
性
：
．
…
中
学
校
舎
に
つ
い
て
の
事
例
羽
で
は
、
こ
の
点
も
考
慮
さ
れ
て
い
ろ
。

ｒ
へ

ｊ

③
金
銭
賠
償
が
十
分
な
救
済
に
な
ら
な
い
こ
と
…
：
．
”
神
戸
地
伊
丹
支
判
昭
四
五
・
一
一
・
五
は
、
「
社
会
通
念
上
忍
容
の
限
度

ｒ
」

を
超
え
て
他
の
住
宅
環
境
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
そ
の
権
利
行
使
は
違
法
と
な
り
、
そ
の
程
度
が
金
銭
賠
償
に
よ
っ
て
は
救
済
し
が

加
害
者
側
の
事
情
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卿
そ
の
他
の
問
題
点

の
仮
処
分
事
件
に
つ
い
て

仮
処
分
の
被
保
全
権
利
は
、
前
述
の
よ
う
に
物
権
的
請
求
権
、
人
格
権
、
不
法
行
為
等
に
分
れ
統
一
を
見
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

被
保
全
権
利
の
法
的
構
成
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
受
忍
限
度
論
に
よ
り
債
権
者
側
の
事
情
、
債
務
者
側
の
事
情
．
利
益
較
量
な

ど
を
総
合
判
断
し
て
そ
の
存
否
を
決
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
案
訴
訟
と
仮
処
分
の
認
容
の
判
断
基
準
は
異
な
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
処

。
』
。

。

虹
犯
調
と
も
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
ろ
。
皿
前
橋
地
判
昭
一
二
六
・
九
・
一
四
で
は
、
原
告
側
の
事

に
Ｅ
Ｅ

Ｅ

情
と
し
て
、
本
件
建
築
の
完
成
に
よ
り
営
業
上
の
損
害
を
受
け
る
こ
と
。
被
垈
口
側
の
事
情
と
し
て
、
害
意
の
存
在
、
代
替
地
が
存
す

る
こ
と
、
そ
の
代
替
地
は
整
地
費
用
を
要
す
る
が
、
原
告
か
ら
補
償
の
申
出
が
あ
る
こ
と
。

ｊ犯
和
歌
山
地
田
辺
支
判
昭
四
一
一
一
・
七
。
一
一
○
で
は
、
原
告
側
の
事
情
と
し
て
、
眺
望
を
利
用
し
て
き
た
期
間
が
短
い
こ
と
、
被

Ｅ

害
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
。
被
告
側
の
事
情
と
し
て
、
代
替
地
が
な
い
こ
と
、
本
件
建
築
行
為
の
正
当
性
。

ｊ羽
津
地
判
昭
四
四
・
九
・
一
八
で
は
、
原
告
側
の
事
情
と
し
て
、
被
害
が
大
で
あ
る
こ
と
・
被
告
側
の
事
情
と
し
て
、
当
該
場

Ｅ

所
で
当
該
方
法
で
し
か
出
来
な
い
こ
と
、
差
止
め
ら
れ
た
と
き
の
被
上
口
の
損
害
が
大
で
あ
る
こ
と
、
社
会
的
有
用
性
が
大
で
あ
る
こ

と
◎

た
い
場
合
に
は
そ
の
行
為
の
差
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
ろ
。

①
差
止
を
認
め
た
こ
と
に
よ
る
原
告
の
利
益
と
差
止
を
否
認
し
た
こ
と
に
よ
る
被
告
の
利
益
の
比
較
較
量
…
…
ほ
と
ん
ど
の
事
例

で
か
か
る
利
益
較
量
は
な
さ
れ
て
い
ろ
。

(5)
観
望
阻
害
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９

分
の
場
合
に
は
差
止
許
否
の
判
断
基
準
が
緩
和
さ
れ
、
容
易
に
差
止
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
４
０
主
張
さ
れ
て
い
ろ
。
し
か
し
裁
判

で
は
か
か
る
傾
向
は
な
く
、
本
案
訴
訟
と
同
じ
基
準
の
よ
う
で
あ
る
。

仮
処
分
は
、
被
保
全
権
利
、
保
全
の
必
要
性
が
疎
明
さ
れ
れ
ば
認
め
ら
れ
ろ
。
し
か
し
、
実
際
に
は
仮
処
分
解
放
金
を
積
む
こ
と

に
よ
り
仮
処
分
の
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
民
訴
法
七
五
九
条
に
い
う
特
別
事
情
が
存
在
す
れ
ば
、
同
法
七
四

⑩

三
条
が
仮
処
分
に
も
準
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
、
判
例
で
あ
る
。
そ
の
特
別
事
情
と
い
う
の
は
、
債
権
者
側
の
事
情
と
し
て
、

「
仮
処
分
が
取
消
さ
れ
て
も
被
保
全
権
利
が
金
銭
補
償
に
よ
っ
て
終
局
の
目
的
を
達
し
う
る
事
情
」
、
債
務
者
側
の
事
情
と
し
て
、

⑪

「
仮
処
分
の
存
在
が
債
務
者
に
対
し
異
常
な
損
害
を
与
え
る
事
情
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
金
銭
的
補
償
の
可
能
性
、
も
し
く
は
異
常

「
ノ

１
▲

損
害
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
事
情
で
足
ｈ
ソ
ろ
と
さ
れ
ろ
。
卦
大
阪
地
決
昭
一
一
一
○
・
四
・
五
は
「
申
請
人
等
が
そ
の
居
住
の
平
穏
を
脅

の
色
ｒ
』

か
さ
れ
生
命
身
体
の
危
険
さ
え
抱
く
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
ろ
と
単
な
る
金
銭
の
補
償
を
以
っ
て
之
に
換
え
て
足
り
る
訊
・
の
と

断
じ
て
去
り
難
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
三
○
○
万
円
の
供
託
金
で
差
止
の
仮
処
分
を
解
放
し
た
。
生
命
、
身
体
の
危
険
あ
り
と
認
め

ん
Ｕ
仇
印

て
仮
処
分
を
発
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
特
別
事
情
を
認
む
く
き
で
な
い
。

②
権
利
濫
用
論
と
受
忍
限
度
論

差
止
請
求
は
諸
事
情
の
較
量
に
よ
り
許
否
が
決
せ
ら
れ
る
が
、
①
加
害
者
の
行
為
は
原
則
と
し
て
適
法
と
み
、
例
外
的
に
害
意
が

あ
っ
た
り
重
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
場
合
は
権
利
濫
用
と
な
り
違
法
と
な
る
と
す
る
考
え
方
、
③
被
害
者
側
か
ら
み
て
、
受
忍
限
度

を
こ
え
た
侵
害
行
為
は
違
法
と
す
る
考
え
方
、
③
さ
ら
に
は
一
歩
進
め
て
、
他
人
に
何
ら
か
の
被
害
を
お
よ
ぼ
す
行
為
は
違
法
で
あ

⑬

り
、
た
だ
受
忍
限
度
を
超
え
な
け
れ
ば
違
法
性
を
阻
却
す
る
と
す
る
考
え
方
に
学
説
は
推
移
し
て
来
て
い
ろ
。
②
と
③
で
は
立
証
責

任
が
転
換
さ
れ
、
よ
り
被
害
者
保
護
の
線
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
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Ｊ

裁
判
例
は
、
ほ
ぼ
②
の
段
階
に
ど
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
権
利
濫
用
論
を
採
る
判
決
加
福
井

Ｅ

地
判
昭
一
一
五
・
一
○
・
一
八
は
、
「
幸
曰
響
震
動
等
の
伝
播
が
社
会
協
同
生
活
上
普
通
と
さ
れ
る
程
度
以
上
の
も
の
で
近
隣
居
住
者
の

生
活
が
堪
え
難
い
域
に
達
す
れ
ば
、
其
権
利
行
使
は
権
利
の
濫
用
と
な
り
…
…
」
と
判
示
し
た
。

つ
い
で
、
権
利
濫
用
と
い
う
代
わ
り
に
、
受
忍
限
度
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
判
決
が
あ
ら
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
最
初
に
受
忍

ｊ

限
度
論
を
展
開
し
た
の
は
、
５
佐
賀
地
判
昭
一
一
一
一
一
・
七
・
一
一
九
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
隣
地
の
機
械
音
か
ら
伝
播
す
る
音
響
に

Ｅ

つ
い
て
も
、
そ
れ
が
通
常
の
日
常
生
活
か
ら
発
生
す
る
通
常
の
幸
臼
響
で
あ
る
限
り
、
幸
臼
響
の
隣
地
所
有
者
は
社
会
協
同
生
活
上
こ
れ

を
受
忍
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
」
と
述
べ
て
い
ろ
。
受
忍
限
度
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
方
を
表
明
す
る
（
よ

。

う
に
解
せ
ら
れ
る
）
判
決
と
し
て
、
ｕ
札
幌
地
判
昭
四
一
・
四
・
一
五
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
件
板
塀
の
設
置
に
よ
っ
て
本

Ｅ

件
建
物
の
一
部
の
通
風
、
採
光
に
支
障
を
き
た
し
、
ま
た
本
件
建
物
を
使
用
す
る
際
の
美
観
を
害
し
て
建
物
の
使
用
・
収
益
上
好
ま

し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
き
は
、
…
…
本
件
建
物
所
有
権
の
円
満
な
る
内
容
の
実
現
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
…
…
（
し
か
し
）
社
会
共
同
生
活
に
お
け
る
互
譲
の
精
神
か
ら
し
て
社
会
生
活
上
所
有
者
が
そ
の
侵
害
を
忍
容
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
物
妨
害
排
除
請
求
権
に
も
と
づ
き
侵
害
の
除
去
を
請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

と
判
示
し
た
。

(２

そ
の
こ
と
は
、
当
事
者
の
主
藝
脹
の
中
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
点
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
東
・
公
害
訴
訟
の
剛
論
と
実
務
九
一
風
．

Ｊ
Ｊ

谷
口
編
・
判
例
公
書
法
八
一
一
四
一
一
頁
（
沢
井
筆
）
に
よ
れ
ば
犯
羽
は
、
不
法
行
為
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ｆ
ｆ
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印⑫⑪ 8） (6)（５） (4) (３０（９

山
口
「
士
木
建
築
工
事
に
伴
う
生
活
妨
害
と
そ
の
私
法
的
救
済
一
判
夕
一
二
八
号
一
七
貝
、
加
藤
編
・
公
害
法
の
生
成
と
展
開
四
一
○

（
野
村
篭
）
参
照
。

原
田
Ⅱ
野
村
Ⅱ
淡
路
「
公
害
訴
訟
と
環
境
楠
ｌ
ｌ
新
し
い
公
害
訴
訟
へ
の
道
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
四
一
画
・

好
美
「
日
照
椀
の
法
的
幟
造
（
中
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
三
号
二
一
一
画
・

沢
井
・
前
掲
轡
四
八
二
Ⅲ
。

好
美
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
一
一
一
号
一
一
○
瓦
、
沢
井
・
前
掲
響
五
○
二
瓦
、
野
村
Ⅱ
淡
路
・
公
響
判
例
の
研
究
一
一
一
二
七
口
参
照
。

松
浦
「
日
照
椀
紛
争
に
お
け
る
建
築
禁
止
の
仮
処
分
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
三
号
二
八
口
。

吉
川
・
保
全
処
分
の
研
究
一
一
一
七
八
虹
、
菊
井
・
保
全
訴
訟
六
四
画
、
大
判
大
正
一
○
年
五
月
一
一
Ⅱ
焔
録
二
七
棚
九
○
三
Ｈ
、
大
判
肥
和

一
一
年
二
月
一
○
日
、
法
律
新
聞
四
○
六
七
号
一
四
頁
。

吉
川
「
高
風
建
築
の
工
襲
禁
止
仮
処
分
と
解
放
金
一
立
命
館
法
学
一
六
号
九
三
頁
。

東
・
前
掲
轡
二
五
六
頁
。

加
藤
・
不
法
行
為
（
法
律
学
全
集
）
一
二
六
頁
、
加
藤
編
・
前
掲
書
二
七
頁
（
加
藤
承
）
。

五
、
六
頁
参
照
。

山
口
「
士
木
建
鋳

こ
の
こ
と
は
、
学
説
の
一
般
的
承
認
を
得
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
沢
井
・
公
害
の
私
法
的
研
究
四
○
九
頁
、
野
村
・
公
害
の
判
例
一
一
六
五

頁
、
山
口
「
公
害
訴
訟
」
実
務
民
事
訴
訟
講
座
Ⅲ
一
一
一
九
頁
、
篠
塚
「
転
機
に
立
つ
公
害
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
九
年
一
二
月
号
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⑪
物
権
的
請
求
権
説

公
害
に
よ
る
侵
害
が
物
的
利
益
に
と
ど
ま
る
か
、
人
格
的
利
益
に
お
よ
ぶ
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
物
自
体
ま
た
は
物
の
上
の
利
用

１

の
侵
害
と
し
て
括
握
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
従
来
、
侵
害
行
為
の
停
止
、
排
除
、
予
防
（
Ⅱ
差
止
）
を
請
求
し
う
る
の
は
、
侵
害
さ

れ
る
権
利
が
物
権
で
あ
る
場
合
の
物
権
的
請
求
権
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
来
た
こ
と
と
、
物
権
（
と
く
に
所
有
権
）
は
そ
の
保
護
内

容
と
し
て
物
の
上
の
人
格
的
利
益
（
た
と
え
ば
土
地
上
の
快
適
な
生
活
）
を
含
む
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
、
に
立
脚
す
る
。
こ
の

立
場
で
も
利
益
較
量
は
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
ろ
。
な
ぜ
な
ら
、
公
害
に
お
け
る
侵
害
行
為
は
一
般
に
社
会
的
に
是
認
さ
れ
る
活

動
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
市
民
も
あ
る
程
度
の
被
害
は
忍
容
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
説

で
は
、
請
求
権
者
は
物
権
者
に
限
定
さ
れ
ろ
（
通
行
人
、
訪
門
者
、
短
期
入
院
患
者
等
の
占
有
権
す
ら
持
た
な
い
者
は
、
差
止
請
求

権
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
）
。
し
か
し
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
快
適
な
生
旙
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
物
権
的
請
求

②物権的請求権・人格権併存説ｚ
権
を
用
い
る
の
は
、
被
害
の
実
質
と
法
的
構
成
が
適
合
し
な
い
と
判
批
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
の
支
持
者
は
伝
統
的
な
法
体
系
と
の

調
和
、
法
的
安
定
性
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
人
格
権
概
念
が
明
確
で
な
い
現
段
階
で
は
解
釈
論
と
し
て
は
、
物
権
的
請
求
権
に
ょ

３

ろ
差
止
の
み
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

人
格
的
利
益
を
物
の
利
用
を
通
じ
て
保
護
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
傷
病
と
い
う
目
に
見
え
る
身
体
的
被
害
な
ど
の
場
合
に
は
人

四
結
び

Ｈ
差
止
請
求
の
法
的
根
拠

学
説
上
も
前
述
の
裁
判
例
に
お
け
る
と
同
様
、
種
々
の
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
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③
不
法
行
為
的
構
成

人
格
権
と
い
う
権
利
概
念
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
差
止
に
よ
っ
て
確
実
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
不
法
行

８

為
の
効
果
と
し
て
差
止
を
請
求
し
う
る
と
す
る
。
損
害
賠
償
よ
り
も
強
度
の
違
法
性
、
換
言
す
れ
ば
、
受
忍
限
度
の
較
量
に
お
い
て

９

被
害
の
程
度
が
損
害
賠
償
よ
り
も
著
し
い
こ
と
を
要
す
る
。

不
法
行
為
制
度
は
過
去
の
侵
害
を
救
済
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
差
止
請
求
権
は
相
手
方
に
対
す
る
積
極
的
な
干
渉
を
意
味
し
、

そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
に
は
請
求
の
根
拠
に
権
利
性
を
強
調
す
べ
き
こ
と
、
損
害
賠
償
と
差
止
で
は
要
件
が
異
な
る
こ
と
、
諸
事
情
の

⑩

較
量
は
、
物
権
的
請
求
権
説
、
人
格
権
説
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
等
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
主
要
な
相
違
的
で
あ

Ｉ ７

す
る
。

格
権
に
よ
る
差
止
も
求
め
う
る
と
す
る
税
も
あ
る
。
と
く
に
、
裁
判
所
の
説
得
と
い
う
意
味
で
は
、
物
権
的
請
求
権
、
占
有
権
に
結

４

ぴ
つ
け
た
万
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
。

Ｊ
Ｉ
Ｌ
グ
Ｊ
４
１
Ｊ
■
几
０
コ
。
》
爪

公
害
の
被
侵
害
利
益
が
実
質
は
い
人
間
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
快
適
な
生
活
で
あ
ワ
（
〕
こ
と
か
ら
、
人
格
権
を
差
止
の
根
拠
と
す

Ｐ
□

べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
説
は
、
被
害
の
実
態
に
則
し
た
法
的
構
成
で
あ
る
こ
と
、
請
求
権
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ

と
、
に
お
い
て
⑩
説
よ
り
優
れ
て
い
ろ
。

人
格
権
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
が
生
成
中
の
権
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
や
む
を
え
な
い
と
し
、
個

人
の
秘
密
、
名
誉
、
肖
像
が
そ
の
範
囲
内
に
入
る
な
ら
ば
、
生
命
、
身
体
、
健
康
、
快
適
な
生
活
等
の
公
害
の
被
侵
害
利
益
も
当
然

兵
Ｕ

に
人
格
権
の
中
に
入
る
の
で
、
問
題
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
法
的
安
定
性
の
点
か
ら
・
姿
ｂ
、
物
権
的
請
求
権
も
結
局
、
受
忍
限
度
論

な
ど
の
利
益
較
量
は
不
可
避
的
で
あ
る
か
ら
、
人
格
権
的
構
成
が
物
権
的
請
求
権
に
よ
る
よ
ｈ
／
も
劣
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と

３

人
格
梅
説
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ろ
要
件
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
説
も
、
受
忍
限
度
論
と
い
う
用
語
で
、
民
法
七
○
九
条
の
「
権
利
侵
害
と
故
意
、
過
失
」

０ １

を
止
揚
し
、
賠
償
要
件
と
し
て
も
、
過
失
は
不
可
欠
の
要
件
で
は
な
い
と
す
る
。

⑤
継
続
的
権
利
侵
害
説
、
物
権
的
請
求
権
拡
張
説

継
続
的
梅
利
侵
害
説
は
、
権
利
侵
害
が
継
続
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
（
生
活
利
益
で
も
よ

⑫

い
と
す
る
）
、
差
止
請
求
権
の
発
生
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
権
的
請
求
権
拡
張
説
は
、
物
権
的
請
求
権
Ⅱ
妨
害
排

除
請
求
梅
の
被
侵
害
利
益
は
物
権
そ
の
他
の
権
利
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
一
の
利
益
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
し
、
各
種
の
事
情

（
被
侵
害
利
益
の
法
的
尊
重
の
度
合
、
侵
害
行
為
の
悪
性
の
度
合
、
被
侵
害
者
の
悪
性
の
度
合
、
差
止
の
認
否
に
よ
る
侵
害
者
お
よ

び
被
害
者
へ
の
不
利
益
、
議
牲
の
程
度
）
を
相
関
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
の
可
否
を
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

⑬

ろ
。
物
権
的
請
求
権
拡
張
説
は
、
公
害
の
差
止
に
つ
い
て
直
接
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当
然
に
公
害
に
も
適
用
が
あ
る
と

解
せ
ら
れ
る
。

⑥
環
境
権
説

環
境
権
説
は
、
環
境
権
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
止
が
容
易
に
な
る
と
す
る
。
す
な
わ
、
環
境
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
地
域

住
民
は
直
ち
に
そ
の
差
止
を
求
め
う
る
か
ら
、
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
差
止
を
求
め
う
ろ
こ
と
、
物
権
的
請
求
権
に
比
し
て
環
境
の

範
囲
が
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
故
意
・
過
失
を
要
し
な
い
こ
と
、
環
境
権
の
絶
対
性
を
強
調
し
利
捕
較
量
を
否
定
す
る

！ り

こ
と
等
を
主
張
し
て
い
ろ
。

⑪

学
説
は
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ン
的
意
義
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
私
法
上
の
権
利
と
し
て
の
承
認
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
利
益

’ ６

較
量
が
結
局
は
不
可
避
的
で
あ
る
こ
と
、
環
境
権
を
概
念
的
に
議
定
し
そ
こ
か
ら
演
綴
的
に
解
釈
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
慨
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差
止
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
諸
学
説
の
相
違
点
の
第
一
は
、
法
的
根
拠
を
何
ら
か
の
梅
利
性
に
求
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
権

利
性
を
要
し
な
い
方
が
生
活
利
益
に
ま
で
救
済
が
可
能
と
な
り
救
済
の
範
囲
が
拡
張
す
る
。
し
か
し
、
権
利
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
自
由
な
利
祐
較
最
に
よ
り
、
被
害
者
の
保
捜
を
欠
く
お
そ
れ
も
あ
る
。
物
権
的
請
求
梅
説
、
人
格
権
説
、
環
境
権
説
は
権
利
性

を
要
求
す
る
立
場
で
あ
り
、
不
法
行
為
説
と
継
続
的
梅
利
侵
害
説
、
物
梅
的
諦
求
権
拡
張
税
は
権
利
性
を
要
し
な
い
立
場
で
あ
る
。

第
二
に
成
立
要
件
と
し
て
故
意
過
失
を
要
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
、
不
法
行
為
的
繊
成
以
外
は
故
意
過
失
を
要
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
不
法
行
為
説
で
も
前
述
の
よ
う
に
一
万
で
不
法
行
為
の
効
果
と
し
な
が
ら
故
意
過
失
の
要
件
を
不
要
と
す
る
。

救
済
の
施
囲
が
拡
大
し
、
被
侵
害
梅
利
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
な
判
断
を
可
能
に
す
る
権
利
性
を
要
し
な
い
立
場
が
妥
当
と
解
す

る
。
そ
の
内
で
、
不
法
行
為
的
に
構
成
す
る
か
、
故
意
過
失
を
要
し
な
い
物
権
的
請
求
梅
拡
張
説
と
し
て
織
成
す
ろ
か
は
、
故
意
、

過
失
を
要
件
と
し
な
い
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
。
不
法
行
為
的
樵
成
を
採
る
者
も
、
前
述
の
よ
う
に
実
際
に
は
故
意
、
過
失
を
不
要

と
す
る
。
加
藤
教
授
は
か
か
る
一
般
に
不
法
行
為
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
学
説
は
、
故
意
、
過
失
を
要
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
正
確
に
い
え
ば
、
「
不
法
な
行
為
に
よ
る
保
護
利
益
の
許
容
し
が
た
い
侵
害
を
根
拠
と
す
る
差
止
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
き

⑲

れ
ろ
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
も
は
や
、
権
利
性
を
要
し
な
い
税
は
、
表
現
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
実
質
的
に
は
、
違
法
な
侵
害
行
為
の
予

防
・
停
止
・
排
除
の
請
求
権
（
Ⅱ
差
止
請
求
橘
）
と
し
て
一
元
化
し
た
と
も
解
さ
れ
う
る
。

ｑ
差
止
の
具
体
的
判
断
要
素
お
よ
び
判
断
濫
準

⑰
念
法
学
的
思
考
様
式
で
あ
り
覗
実
に
即
し
て
具
体
的
な
解
釈
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
近
時
の
解
釈
論
の
方
向
に
逆
行
す
る
こ
と
、

⑬
な
ど
の
批
判
が
な
さ
れ
、
結
局
、
具
体
的
判
断
基
準
、
利
益
較
壁
に
対
し
て
参
考
に
さ
る
べ
き
と
す
る
。

、
私
見
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１
斗
Ｉ
ヨ
悪
Ｉ

ま
ず
、
被
侵
害
利
益
が
生
命
、
身
体
、
健
康
な
ど
で
あ
る
場
合
は
、
侵
害
の
程
度
の
重
大
性
が
あ
れ
ば
差
止
は
認
め
ら
ろ
べ
き
と

脚

と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
、
差
止
の
許
否
に
よ
る
被
害
者
、
加
害
者
の
利
害
の
較
量
は
為
さ
る
べ
き
て
な
い
と
す

る
。
精
神
的
苦
痛
の
結
果
病
気
な
ど
に
な
っ
た
場
合
は
健
康
侵
害
に
入
る
が
、
単
な
る
糖
神
的
苦
痛
に
と
ど
ま
る
場
合
で
も
、
そ
れ

が
重
大
で
あ
れ
ば
（
健
康
侵
害
に
つ
な
が
る
可
能
性
？
の
る
場
合
ｌ
結
局
は
立
証
の
問
題
に
帰
す
ろ
）
か
か
る
被
害
は
、
本
質
的
に

⑳

金
銭
で
は
填
補
さ
れ
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
差
止
が
認
め
ら
ろ
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
面
的
差
止
だ
け
で
な
く

部
分
的
差
止
に
よ
り
目
的
を
達
し
う
る
場
合
も
あ
り
う
る
か
ら
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
実
際
上
の
不
都
合
は
生
じ
な
い
。
さ

ら
に
、
生
活
環
境
の
悪
化
は
、
生
命
、
身
体
、
健
康
侵
害
の
前
狄
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
こ
れ
ら
生
命
等
の
侵
害
に
何
ら
の
関

わ
り
も
な
い
こ
と
が
明
確
な
場
合
に
限
り
諸
事
情
の
較
趾
は
許
さ
れ
ろ
。
ま
た
、
生
命
、
身
体
、
他
康
と
直
接
的
に
は
か
か
わ
り
の

差
止
の
許
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
被
害
者
側
の
事
情
、
加
害
者
側
の
事
情
、
許
否
に
よ
っ
て
各
当
事
者
に
も
た
ら
さ
れ
る

利
害
の
較
避
等
の
各
種
の
要
素
を
判
断
し
て
決
す
る
と
い
う
点
で
は
、
環
境
権
説
を
除
い
て
は
、
ほ
像
一
致
し
て
い
ろ
と
解
さ
れ

ろ
。
問
題
は
、
ど
の
要
素
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
許
否
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。

⑩
差
止
の
具
体
的
判
断
要
素

判
断
要
素
の
学
説
に
お
け
る
最
大
公
約
数
的
な
も
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ⅲ
被
害
者
側
の
耶
惰
、
ｌ
被
侵
害
利
益
の
性

質
、
１
被
害
の
態
様
・
稗
度
（
地
域
性
、
行
政
上
の
規
制
基
準
、
音
質
な
ど
も
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
ろ
）
Ⅲ
被
害
者
の
特
殊
事
情
、

②
加
害
者
側
の
事
情
、
ｌ
害
意
等
、
Ｉ
公
害
防
止
対
策
の
た
め
の
話
し
合
い
、
説
得
、
補
償
交
渉
の
有
無
、
Ⅲ
損
害
回
避
の
可
能

性
、
努
力
、
Ⅳ
加
害
行
為
の
社
会
的
有
用
性
お
よ
び
公
共
性
③
金
銭
賠
償
が
十
分
な
救
済
に
な
る
か
ど
う
か
、
側
差
止
を
認
め
た
こ

と
に
よ
る
原
告
の
利
益
と
否
認
し
た
こ
と
に
よ
る
被
告
の
不
利
益
の
比
較
較
璽
等
で
あ
る
。

幻
Ⅲ
肝
謄
腱

差
止
の
許
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
被
害
者
側
の
事
情
、
加
害
者
側
の
事
情
、
許
否
に
よ
っ
て
各
当
事
者
に
も
た
ら
さ
れ
る

害
の
較
避
等
の
各
種
の
要
素
を
判
断
し
て
決
す
る
と
い
う
点
で
は
、
環
境
権
説
を
除
い
て
は
、
ほ
像
一
致
し
て
い
ろ
と
解
き
れ

。
問
題
は
、
ど
の
要
素
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
許
否
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。

⑩
差
止
の
具
体
的
判
断
要
素

判
断
要
素
の
学
説
に
お
け
る
最
大
公
約
数
的
な
も
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ⅲ
被
害
者
側
の
耶
惰
、
ｌ
被
侵
害
利
益
の
性

、
１
被
害
の
態
様
・
稗
度
（
地
域
性
、
行
政
上
の
規
制
基
準
、
音
質
な
ど
も
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
ろ
）
Ⅲ
被
害
者
の
特
殊
事
情
、

加
害
者
側
の
事
情
、
ｌ
害
意
等
、
Ｉ
公
害
防
止
対
策
の
た
め
の
話
し
合
い
、
説
得
、
補
償
交
渉
の
有
簸
、
Ⅲ
損
害
列
避
の
可
指

判
断
基
準
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図
な
い
集
会
、
言
論
、
表
現
の
自
由
等
の
自
由
権
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
較
量
も
許
さ
れ
ろ
。

財
産
的
な
被
害
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
利
益
の
較
鑓
も
許
さ
れ
ろ
。

利
益
較
量
な
ど
の
諸
事
情
の
較
量
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
侵
害
行
為
の
有
用
性
、
公
共
性
を
あ
ま
り
過
大
評
価
す
べ
き
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
環
境
権
論
者
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
環
境
橋
（
人
が
健
康
で
快
適
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
す

鋤

べ
て
の
条
件
を
充
足
し
た
よ
い
環
境
を
求
め
る
権
利
）
は
、
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
環
境
梅
説
に
お
い
て
は
、
加
害
者

㈲

の
利
益
と
対
比
さ
る
べ
き
利
益
は
、
被
害
者
側
の
利
益
で
は
な
く
全
体
と
し
て
の
環
境
の
価
値
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
観
点

か
ら
す
る
と
、
損
害
の
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
技
術
的
な
回
避
可
能
性
は
と
も
か
く
、
経
済
的
な
可
能
性
は
き
ほ
ば
重
視
き
る

べ
き
で
は
な
い
。
加
害
者
の
害
意
、
故
意
、
過
失
な
ど
の
主
観
的
悪
性
、
損
害
回
避
努
力
の
慨
怠
等
が
あ
る
場
合
も
差
止
の
認
容
の

重
い
プ
ラ
ス
要
因
と
す
べ
き
で
あ
る
。

5）（４）（３ (2)（１

東
・
公
害
訴
訟
の
理
論
と
実
務
九
○
頁
以
下
、
山
口
「
公
害
訴
訟
」
実
務
民
事
訴
訟
講
魔
ｕ
一
○
九
頁
。

加
藤
編
・
公
害
法
の
生
成
と
展
開
一
一
○
頁
（
加
藤
繁
）
、
同
書
の
野
村
、
竹
内
氏
も
同
旨
。
好
美
「
不
動
麓
賃
借
権
の
侵
害
」
不
動
産
法

大
系
Ⅲ
五
七
九
頁
は
見
せ
か
け
の
理
由
づ
け
と
す
る
。
篠
塚
「
転
機
に
立
つ
公
害
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
九
年
一
一
一
月
号
五
頁
は
こ

じ
つ
け
で
あ
る
と
す
る
。

東
「
公
害
法
に
お
け
る
人
格
権
論
の
帰
趨
」
判
ク
ニ
五
七
号
一
一
頁
、
山
口
前
掲
文
、
実
務
民
事
訴
訟
講
座
Ⅲ
二
○
九
頁
。

沢
井
・
公
害
の
私
法
的
研
究
一
五
一
頁
。

加
藤
編
・
前
掲
轡
一
一
○
頁
（
加
藤
繁
）
、
植
林
Ⅱ
谷
口
・
損
害
賠
償
法
概
説
二
八
六
頁
、
篠
塚
・
論
争
民
法
学
１
一
五
八
頁
、
好
美
「
日
照
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野
村
Ⅱ
淡
路
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
一
一
号
一
一
四
一
頁
、
沢
井
・
前
掲
文
、
法
律
時
報
四
三
巻
八
号
一
一
一
一
一
四
頁
、
好
美
・
前
掲
文
、

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
一
二
○
頁
、
加
藤
・
前
掲
文
、
来
栖
Ⅱ
加
藤
編
・
民
法
学
の
現
代
的
課
題
三
二
六
頁
。

加
藤
・
前
掲
文
、
来
栖
Ⅱ
加
藤
編
・
民
法
学
の
現
代
的
課
題
三
三
二
頁
。

沢
井
・
前
掲
文
、
法
律
時
報
四
三
巻
八
号
一
四
頁
、
好
美
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
一
○
二
画
。

椎
の
法
的
概
造
（
下
ヒ
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
二
四
頁
以
下
。

好
美
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
二
五
頁
、
沢
井
「
差
止
請
求
と
利
益
鮫
量
」
法
律
時
報
四
三
巻
八
号
一
○
頁

好
美
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
二
五
頁
。

加
藤
編
・
前
掲
書
一
一
○
頁
（
加
藤
筆
）
、
四
○
四
頁
（
野
村
筆
）
、
四
三
九
頁
（
竹
内
筆
）
、
伊
藤
「
公
害
差
止
請
求
権
の
法
的
構
成
に
つ
い

て
Ｉ
不
法
行
為
的
構
成
へ
の
考
え
方
の
基
礎
と
し
て
１
１
」
彦
根
論
鍍
一
四
三
号
七
五
頁
。

加
藤
編
・
前
掲
書
一
二
頁
（
加
藤
繁
）
。

沢
井
・
前
掲
書
一
四
五
頁
以
下
、
好
美
・
前
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
二
六
両
以
下
。

加
藤
編
・
前
掲
轡
三
八
七
頁
以
下
（
野
村
筆
）
、
野
村
・
公
害
の
判
例
七
六
頁
以
下
、
な
お
前
掲
譜
二
○
頁
（
加
藤
繁
）
も
違
法
な
佼
害

で
あ
る
こ
と
の
み
を
要
件
と
し
て
、
故
意
、
過
失
は
不
要
と
す
る
。

徳
本
「
公
害
の
私
法
的
救
済
ｌ
継
続
的
柿
利
投
書
の
救
済
方
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
一
三
号
一
○
一
瓜
。

舟
橋
・
物
縮
法
（
法
律
学
全
染
）
三
六
頁
、
同
「
所
有
梅
の
臘
川
」
椛
利
の
艦
川
（
中
）
二
六
瓜
・

大
阪
弁
漉
士
会
環
境
権
研
究
会
「
環
境
旛
確
立
の
た
め
の
提
言
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
九
号
八
一
瓦
（
滝
井
轆
）
。

野
村
Ⅱ
淡
路
「
民
事
訴
訟
と
環
境
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
一
一
号
二
三
九
頁
、
沢
井
・
前
掲
文
、
法
律
時
報
四
一
一
一
巻
八
号
一
五
頁
、
好
美
・

鮒
掲
文
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
四
号
一
二
○
頁
、
加
藤
「
「
環
境
蝿
』
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」
来
栖
Ⅱ
加
藤
編
・
民
法
学
の
現
代
的
課
題
一
一
一

加
掲
文
、

三
三
頁
。
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沢
井
・
前
掲
醤
四
四
○
頁
は
、
単
な
る
精
神
的
苦
痂
は
受
忍
の
幅
が
大
き
い
た
め
、
賠
償
は
認
め
る
が
差
止
は
認
め
な
い
と
い
う
場
合
が

多
く
な
ろ
う
と
述
べ
る
。

篠
塚
・
前
掲
文
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
九
年
一
二
月
号
六
風
。

佐
藤
「
環
境
椀
の
提
唱
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
二
号
一
一
三
○
頁
。

大
阪
弁
護
士
会
蝋
境
楠
研
究
会
、
「
環
境
楡
確
立
の
た
め
の
提
言
」
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
九
号
八
二
頁
（
流
井
筆
）
⑮

加
藤
・
汕
掲
丈
、
来
栖
Ⅱ
加
藤
編
・
民
法
学
の
現
代
的
柳
越
三
二
五
頁
。

沢
井
・
削
掲
書
四
○
九
瓦
、
野
村
・
前
掲
譜
二
六
五
頁
、
山
口
・
前
掲
文
、
実
務
民
事
訴
訟
調
座
、
二
一
九
頁
。
篠
塚
・
前
掲
文
、
法
学
セ

ミ
ナ
ー
一
九
六
九
年
一
一
一
月
号
五
・
六
頁
は
営
利
的
事
業
に
よ
り
社
会
（
法
）
的
人
格
権
（
生
命
、
身
体
、
健
康
）
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

は
、
利
益
絞
量
の
余
地
も
な
く
、
常
に
人
格
侵
害
排
除
請
求
権
が
発
生
し
、
社
会
的
事
業
（
農
業
問
題
と
住
宅
問
題
を
営
利
性
ぬ
き
で
解

決
す
る
事
業
）
に
よ
る
社
会
（
法
）
的
人
格
橘
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
も
事
実
上
は
ほ
と
ん
ど
人
格
権
侵
害
排
除
糟
求
権
が
発
生
す
る
と
述

べ
て
い
る
。


